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策 定 に 当 た っ て 

 
 

階上町では、平成 18年の障害者自立支援法施行に伴い、障害者 

ができる限り地域で生活できることを目指す国の方針の下、市町 

村が実施主体となり、障害者に対しての必要なサービスを総合的・ 

計画的に提供するため、平成 19年 3月に「はしかみ障害者プラン」 

を策定しました。 

令和 2年 3月には、平成 28年 5月の児童福祉法の改正により障 

害児福祉計画の策定についても義務付けられたことから、障害者計画、障害福祉計画及び障 

害児福祉計画を一体的に「はしかみ障害者プラン」として策定し、これまで障害福祉の向上 

に取り組んでまいりました。 

今回は、障害福祉計画及び障害児福祉計画の 3年に一度の見直しに当たり、本町の障害福 

祉サービスや障害児通所サービス、地域生活支援事業の利用状況を分析し、障害者計画を含 

め、「はしかみ障害者プラン」の見直し行いました。 

計画策定に当たっては、日々、事業を進めていく中での関係者の御意見や御要望をお伺い 

し、できる限り計画に反映させるよう努力いたしました。 

今後は、この計画の下、基本理念である「障害者の自立と社会参加の促進」、「自然体で支 

え合い、共に生きるための協働のまちづくり」を目指し、階上町のあらゆる人が安心して暮 

らしていけるよう、障害をもつ方へのサービスの提供とその向上に努めてまいりますので、 

皆様のより一層の御理解と御協力をお願いいたします。 

最後に、本計画の策定に当たり、多大なる御支援、御協力をいただきました、階上町障害 

者自立支援協議会委員の皆様をはじめ、町民の皆様、関係各位に対し、心からお礼申し上げ、 

策定に当たっての御挨拶といたします。 

 

 

 

           令和４年１月 

階 上 町 長   荒 谷 憲 輝 

 



 

 
 



目   次 

 

第１章 計画の概要  

１ 計画策定の背景 ･･･････････････････････････････････････････････  1 

２ 計画の性格と位置づけ ･････････････････････････････････････････   2 

３ 計画の期間 ･･･････････････････････････････････････････････････   3 

４ 障害者の範囲 ･････････････････････････････････････････････････   4 

５ 計画の策定体制 ･･･････････････････････････････････････････････   4 

第２章 障害者を取り巻く現状  

１ 人口構造と世帯数 ･････････････････････････････････････････････  5 

２ 障害者の状況 ･････････････････････････････････････････････････  5 

３ 障害者の就学、通所サービス、雇用・就業等の状況 ･･･････････････  7 

４ 障害者の福祉サービスの利用状況 ･･･････････････････････････････  7 

第３章 計画の基本的考え方  

１ 計画の基本理念 ･･･････････････････････････････････････････････  11 

２ 施策の体系 ･･･････････････････････････････････････････････････  12 

第４章 障害者施策の展開  

１ 生活支援の充実 ･･･････････････････････････････････････････････ 13 

２ 情報・相談・コミュニケーション環境の向上 ･････････････････････ 18 

３ 雇用・就労の拡充 ･････････････････････････････････････････････ 21 

４ 保健・医療の充実 ･････････････････････････････････････････････ 22 

５ 教育・育成の充実 ･････････････････････････････････････････････ 23 

６ 生活環境の整備 ･･･････････････････････････････････････････････ 26 

７ 啓発・広報の充実 ･････････････････････････････････････････････ 29 

第５章 障害福祉サービス等の提供  

１ 障害福祉計画の基本的視点 ･････････････････････････････････････  32 

２ 令和 5年度までに目指す数値目標の設定 ･････････････････････････ 33 

３ 障害福祉サービス等の提供の考え方 ･････････････････････････････ 40 

４ 障害福祉サービス等の見込量と確保の方策 ･･･････････････････････ 41 

５ 地域生活支援事業の見込量と確保の方策 ･････････････････････････ 44 

第６章 計画の進行管理  

１ 関係機関、地域との連携 ･･･････････････････････････････････････  49 

２ 人材の育成・確保 ･････････････････････････････････････････････ 49 

３ 計画の分析、達成状況の評価 ･･･････････････････････････････････ 50 

資料編 ･････････････････････････････････････････････････････････････  52 

 

 



1 

 

第１章 計画の概要 
 

１ 計画策定の背景 

 

 

障害者の福祉制度については、ノーマライゼーションの理念の下、平成 15年に行政が福祉施

設やホームヘルプなどのサービスを決定する従来の仕組み（措置制度）を改め、利用者自らが

サービスを選択し、事業者と直接契約する新しい利用制度（支援費制度）に移行しました。 

このような状況の中、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで

障害種別に異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスを一元的に提供することを目的

とした障害者自立支援法が平成 18年４月より施行され、障害者福祉の内容が再度改められまし

た。平成 25年度には、障害者自立支援法が改正され、障害者総合支援法として施行されました。

障害者総合支援法の施行においては、障害福祉サービス及び地域生活支援事業の対象となる障

害者の範囲の見直しや障害者等に対する相談支援の拡充が行われ、これまで制度の谷間に置か

れていた難病患者を対象に加えるなど、きめ細かい支援が進められています。 

我が国における障害者施策は、平成 25年に「第 3次障害者基本計画」が示され、それに基づ

き展開されてきました。青森県では「第 3 次青森県障害者計画」（計画期間：平成 25 年度～令

和 4 年度）を策定し、インクルーシブ社会の理念を踏まえ、全ての県民が等しく人権を尊重さ

れ、障害のある人もない人も共に支え合う中で、その人らしく自立して、安心した生活を送る

ことができる共生社会の実現を目指しています。 

そのため、本町の障害者に関する施策の理念や考え方から具体的な施策内容までを明らかに

するものとして、「階上町障害者計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画」を策定しました。本

計画は障害者総合支援法の障害福祉サービス等について定める障害福祉計画及び児童福祉法の

障害児通所支援等について定める障害児福祉計画のほか、障害者施策全般について定める障害

者基本計画の内容を併せ持った、本町の障害者施策の基本的かつ総合的な計画になります。こ

の計画をまとめるにあたっては、障害者施策が本町の福祉行政の重要な一翼を担うべく、効果

的に機能することを目指しました。 
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２ 計画の性格と位置付け 

 

 

本計画では、本町の障害者施策の根幹を成す総合的な計画である「障害者計画」と、その一

部である福祉分野において、サービスの提供の実施計画となる「障害福祉計画」及び「障害児

福祉計画」を一体的に策定します。 

 

○障害者計画 

障害者基本法第 11条第３項に基づく障害者のための施策に関する中長期計画です。 

保健、医療、福祉、雇用、教育、就労、啓発・広報等に関する基本的な事項を定めており、

保健・福祉や教育、居住環境など障害者に関するあらゆる分野を網羅した障害者福祉に関す

る総合的な計画です。 

○障害福祉計画 

障害者総合支援法第 88条に基づく障害福祉サービス等の確保に関する計画です。 

障害福祉サービス等の必要量の見込み、障害福祉サービス等の整備、人材の養成等につい

て定めます。障害者計画との整合性を図りつつ、障害福祉サービスや相談支援、地域生活支

援事業の種類ごとの必要量を見込み、それらの提供体制について計画します。 

○障害児福祉計画 

児童福祉法第 33条の 20に基づく障害児通所支援等の確保に関する計画です。 

障害者計画との整合性を図りつつ、障害児通所支援や指定障害児相談支援の種類ごとの必

要量を見込み、それらの提供体制について計画します。 
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また、本計画の策定にあたり、上位計画である「第 5 次階上町総合振興計画」との整合性を

図るとともに、保健福祉分野の他の個別計画と有機的につながり、相互に作用することにも留

意しました。 

 

 

３ 計画の期間 

 

 

○障害者計画 

障害者施策全般に関する中長期計画である障害者計画の期間は、平成 30年度から令和 5年

度までの 6 年間とします。しかし、期間中に見直し時期を迎える障害福祉計画及び障害児福

祉計画との整合性を考慮し、必要に応じて同時期に見直すことも検討します。 

○障害福祉計画 

障害福祉計画は、障害者総合支援法において、3年を 1期として策定することとされていま

す。第 6期計画は令和 3年度から令和 5年度までとし、その見直しを令和 5年度末までに行っ

た上で、次期計画を策定します。成果目標及び活動指標については、少なくとも 1 年に 1 回

その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、分析・評価を行い、必要

があると認めるときは、計画の変更や見直しを行います。 

○障害児福祉計画 

障害児福祉計画は、児童福祉法において、3年を 1期として策定することとされました。令

和 3年度から令和 5年度までを第 2期計画として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法的根拠 
平成 30 令和元 令和 2 令和 3 令和 4 令和 5 

年度 年度 年度 年度 年度 年度 

障害者総合 

支援法 

階上町障害福祉計画（第 5期） 

（平成 30年度～令和 2年度） 

 階上町障害福祉計画（第 6期） 

（令和 3 年度～令和 5年度） 

児童福祉法 
階上町障害児福祉計画（第 1期） 

（平成 30年度～令和 2年度） 

階上町障害児福祉計画（第 2期） 

（令和 3 年度～令和 5年度） 

障害者基本法 
階上町障害者計画 

（平成 30年度～令和 5年度） 



4 

 

 

４ 障害者の範囲 

 

 

本計画における「障害者」とは、障害者基本法第２条で定められているところの、身体障害、

知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある人であって、障害及

び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を総称

することとし、難病患者についても支援対象者とします。 

 

 

５ 計画の策定体制 

 

 

本計画の策定については、町介護福祉課が中心となり、庁内の関係各課と連携しながら、各

施策分野の資料等の収集、現状・課題の整理、分析を行い、それを基に計画案を作成し、指定

相談支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、職業安定所職員、区長会長、民生委員児童委

員、家族代表者、関係行政機関の職員等で構成する階上町障害者自立支援協議会において、計

画内容を審議しました。 
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第２章 障害者を取り巻く現状 
 

１ 人口構造と世帯数 

 

 

⑴ 人口と世帯数の推移 

本町の人口は減少傾向にありますが、世帯数は増加しているため、1世帯当たりの人員数は

減少しています。 

 

  資料編 表１  人口と世帯数の推移 

  資料編 グラフ 1  人口と世帯数の推移 

 

 

２ 障害者の状況 

 

⑴ 障害者総数 

本町の障害者数は、令和 3年 3月 31日現在 1,104人で、そのうち約 63％は身体障害者が占

めています。 

 

  資料編  表 2  障害者数の推移 

  資料編  グラフ 2  階上町の障害者数 

 

⑵ 身体障害者の状況 

本町の身体障害者数の推移をみると、増加傾向にあります。等級別では、障害程度が最重度

である 1級が最も多く、ほかの等級よりも増加率が高くなっています。 

 

  資料編  グラフ 3  身体障害者数 

 

障害の内容をみると、いずれの年も肢体不自由が最も多くなっています。肢体不自由と内部

障害が増加傾向にあり、それ以外は横ばいで、特に内部障害の増加率が徐々に高くなってきて

います。 
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  資料編  グラフ 4  身体障害者数 

 

⑶ 知的障害者の状況 

本町の愛護手帳所持者数は平成 28年度と比較すると増加傾向で推移しています。 

程度別に平成 28 年度から比較するとＡ（重度）が減少傾向にあり、Ｂ（中軽度）が増加し

ていることが分かります。 

中軽度障害のＢについては、高校進学前に、特別支援学級から特別支援学校進学に伴い手帳

を申請する方の増加に加え、就学前後に、障害児通所サービスを利用するために手帳を申請す

る方が増加しています。平成 28年度と比較してみると 5年間で 19人の増加になっています。 

 

  資料編  表 3  愛護手帳所持者数の推移 

  資料編  グラフ 5  程度別愛護手帳所持者数の推移 

 

⑷ 精神障害者の状況 

本町における精神障害者保健福祉手帳の交付者数は徐々にではありますが増加しています。

令和元年度の手帳交付者数と令和 2年度と比較すると、19人増加しています。等級別では、1

級は 4人減少していますが、2級が 12人、3級が 11人の増加となっています。 

また、手帳交付者の傾向として令和 2 年度において 2 級で障害のある方の割合が 1 級と 3

級で障害のある方の割合よりも多くなっています。 

 

  資料編  グラフ 6  精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移 

 

本町の自殺者数の推移をみると、平成 29 年以降減少しておりますが、全国において自殺者

数は横ばいとなっています。 

 

  資料編  表 4  階上町における自殺者数と全国・青森県を比較 
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３ 障害者の就学、通所サービス、雇用・就業等の状況 

 

⑴ 障害者の就学状況 

令和 3年度の本町における一般小中学校の特別支援学級数と生徒数は次のとおりです。特別

支援学校の在学者については、横ばいとなっておりますが、特別支援学級の在学者については

増加傾向となっています。 

 

  資料編  表 5  障害者の就学状況 

 

⑵ 障害児通所サービスの利用状況 

障害児の状態や家庭の状況に合わせてサービスを利用するため、日数や給付費はその都度変

化しますが、愛護手帳所持者と自立支援医療（精神通院医療）受給者の増加に伴い、今後も障

害児通所サービス利用者の増加が見込まれます。 

 

  資料編  表 6  障害児通所サービス 

 

⑶ 特別支援学校高等部卒業後の進路 

卒業後一般企業への就労に結びついた者は、33.3％ありました。また、福祉サービスの事業

を含めると、86.7％の方が、支援を受けながら就労している状況です。卒業生の中で閉じこも

り等で、社会参加できず家庭内にいるケースはありませんでした。 

 

  資料編  表 7  特別支援学校卒業後の就労等の社会参加状況 

 

 

４ 障害者の福祉サービスの利用状況 

 

⑴ 自立支援給付の利用状況  

平成 25 年度に、障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正されました。障害者総合支

援法は障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らせる地域社会

の実現に寄与することを目的とし、障害者・障害児が基本的人権を享有する個人として尊厳あ

る生活を営めるよう、必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業などの支援を総合的

に行うことを定めた法律です。主な改正点は、障害者の範囲に「難病等」が加えられたこと、
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平成 26 年度から共同生活介護（ケアホーム）を共同生活援助（グループホーム）に一元化し

たことなどです。障害福祉サービスごとの支給状況は次のとおりです。 

 

～ 介護系サービス ～ 

全体的に増加傾向にあり、今後も増えていくと考えられます。中でも居宅介護の利用者と給

付費が大きく増加しており、生活介護や療養介護も増加推移しているため、これからも更なる

増加が見込まれます。 

 

  資料編  表 8  介護系（訪問系） 

  資料編  グラフ 7  介護系（訪問系） 

  資料編  表 9  介護系（日中活動系） 

  資料編  グラフ 8  介護系（日中活動系） 

 

～ 居住支援系サービス ～ 

施設入所支援は緩やかに減少していますが、今後は横ばいに推移すると考えられます。また、

国の指針では、障害者の地域移行を進めるとあるため、施設や精神科病院を退所・退院した方

の生活の場として、共同生活援助の利用が大幅に増加しています。 

 

  資料編  表 10  居住支援系 

  資料編  グラフ 9  居住支援系 

 

～ 訓練系サービス ～ 

就労移行支援は減少傾向にありますが、就労継続支援Ｂ型が増加しており、今後も更に増加

が見込まれます。これは、就労移行支援の標準利用期間が 2年間と定められており、標準利用

期間内に一般就労に結びつかなかった人が就労継続支援Ｂ型に移行する場合が多いことが増

加の理由と考えられます。就労継続支援Ａ型は緩やかに増加しています。 

 

  資料編  表 11  訓練系 

  資料編  グラフ 10  訓練系 

 

～ 自立支援給付費について ～ 

自立支援給付費は、自立支援法開始から年々増加し続けており、下図のグラフをみると分か

るように、利用者の増加が進み、右肩上がりで増加しています。 
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サービスごとにみると、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、居宅介護、共同生活援助の給付費が多く

なっています。サービス利用者は年々増加傾向にあり、今後も増加していくことが考えられま

す。厚生労働省による統計「障害福祉サービス等の利用状況について」によると、障害福祉サー

ビスの利用者数は全国で令和 3 年 3 月分が約 92 万 7 千人となっており、3 年間で 9 万人以上

も増加しています。サービス種類別の利用者数では、生活介護が約 29 万人で最も多く、次い

で就労継続支援Ｂ型が約 28万人、居宅介護が約 19万人、施設入所支援が約 12万人となり、

階上町で利用が多いサービスと一致していて、全国的な傾向と一致していると言えます。また、

全国の給付費も毎年増加しており、令和 3年 3月分の給付費は 2,100億円を超えている状況で、

3年間で約 422億円も増加しているため、今後も増加していくと考えられます。 

 

  資料編  グラフ 11  年間障害福祉サービス給付費 

 

⑵ その他の福祉・医療制度の利用状況 

① 補装具の給付 

 

  資料編  表 12  補装具の給付件数 

 

補装具の給付件数は交付と修理を合わせて、毎年 40～50件前後になっています。 

 

② 日常生活用具の給付 

 

  資料編  表 13  日常生活用具の給付件数 

 

全ての年度において、日常生活用具の給付種目の中で排泄管理支援用具が一番多くなってい

ます。排泄管理支援用具の中でも、ストマ（人工肛門・人工膀胱増設者用の収納袋）の支給が

大半を占めています。ストマを利用している方は、がんが原因で排泄管理用具が必要となった

場合が多く、がんが本町の内部障害をもつ身体障害者の増加の原因の一つと考えられます。日

本では、推計で毎年約 15 万人もの人が大腸がんと診断されており、生活の質を維持するため

にも、がん検診の受診率向上に取り組み、早期発見・早期治療を進める必要があります。 
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③ 自立支援医療（更生医療）の給付 

 

  資料編  表 14  更生医療の給付件数 

 

更生医療の給付の中で、最も申請件数が多いものが人工透析となっており、増加傾向にあり

ます。人工透析に係る医療費の自己負担額は、各医療保険制度の高額療養費制度により 1か月

1万円に軽減されています。更生医療は高額療養費制度で発生した自己負担額を更に軽減する

制度です。更生医療を利用して発生した自己負担額については、低所得者の方の場合、青森県

の単独事業である重度心身障害者医療費助成制度を併用することで、毎月の医療費をほぼなく

すことができます。 

しかし、透析に係る医療費は外来で月平均 40 万円程度かかり、社会全体の負担額を考える

と見逃すことができない金額です。また、一度透析を導入すると、週に 2～3 回数時間の透析

が必要となり、生涯人工透析から離れることが出来なくなります。人工透析の原因の一つであ

る糖尿病は生活習慣病であり、改善せずに放置していると、透析の他に失明してしまうなど日

常生活を送ることが困難になってしまう恐ろしい病気です。人工透析に至らないように、健康

増進の取組を進めていく必要があります。 

また、平成 25 年度から更生医療の他に自立支援医療の一つである育成医療が県から権限移

譲となりました。更生医療が 18 歳以上の障害をもつ方を対象としているのに対して、育成医

療は、障害をもつ児童（18 歳未満）が対象です。児童の生活の能力を得るために身体障害を

除去、軽減する手術等についての医療費の給付を行うもので、必要な治療を受けることで、児

童の生活を改善し、将来障害を残さないことを目的としています。 
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第３章 計画の基本的考え方 
 

１ 計画の基本理念 

 

 

国の障害者計画の基本理念である共生社会の実現に基づき、障害のある人が、個性の能力を

充分に発揮しながら、生き生きとした生活を送ることができるよう、また、全ての人が共に暮

らしていける地域社会を目指します。そのため、現状を踏まえて明らかになった課題の解決に

向け、計画の基本理念を次のように設定しました。 

 

【基本理念】 

 

○障害者の自立と社会参加の促進 

 

○自然体で支え合い、共に生きるための、協働のまちづくり 

 

 

～ 障害者の自立と社会参加の促進 ～ 

障害者が、自らの意思に基づき、自分の望む生活を営み、自己実現できるように支援しま

す。個人が自分の持てる力を最大限に発揮し、主体的に社会参加できるよう必要な支援を行

い、障害があっても、一人一人が健康だと感じ、生きがいのある生活を送れる社会を目指し

ます。 

 

～ 自然体で支え合い、共に生きるための、協働のまちづくり ～ 

障害者の抱える問題が町民全体の問題であるという理解を深め、町民一人一人が、互いに

尊重し合い、共に支え合う町づくりを展開します。個人や家族・地域が内在する力を発揮し、

問題解決能力を高められるよう支援することにより、障害者・家族・地域・事業所・行政・

関係機関等と協働して支え合い、障害者が安心して暮らせる社会の実現を目指します。 
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２ 施策の体系 

 

 

障害者施策の体系は次のようになります。 
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第４章 障害者施策の展開 
 

１ 生活支援の充実 

 

⑴ 現状と課題 

～ 障害福祉サービス等の提供体制の整備 ～ 

平成 18 年度から障害者自立支援法による新しい制度になり、各種福祉サービスが一元化さ

れました。障害の種類を超えた共通の場で、それぞれの障害特性などを踏まえたサービスを提

供することができるようになりました。 

具体的には、障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、日中活動

の場と居住の場を分離し、24 時間施設で生活するのではなく、地域と交わる暮らしの実現を

目指します。さらに、入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用実態の差異などの問題が

解消することを目指します。 

 

【自立支援システムの全体像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内の日中活動系のサービス提供事業所は、増加傾向にあり、平成 18 年度は、町社会福祉

協議会とのぎく園の 2か所でしたが、事業所も徐々に増加して 9か所になり支援体制は充実さ

 



14 

 

れてきています。また、各障害に対応できる八戸市内や三戸郡内の事業所も多く、送迎サービ

スも実施していることから、個人のニ―ズに合わせて、サービス内容を選択し利用しやすい環

境になってきました。 

これにより、在宅生活と日中活動の支援を受けながら社会参加する障害者は、増加傾向にあ

ります。また、平成 24 年度からは、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業が開始され、

令和 2年度末現在、町内には事業所が 1か所あり、近隣市町村にも増加しています。この事業

を活用し、利用者一人一人に対し、身近な地域で効果的・効率的にサービスが提供できるよう

充実を図る必要があります。 

 

  資料編  表 15  町内サービス提供事業所 

 

～ サービスの支給のための給付費の確保 ～ 

平成 18 年度障害者自立支援法の施行に伴い、それまで、国や県で給付されていましたサー

ビス給付費の自立支援給付に関してはその費用の 25％が市町村で負担することとなりました。

また、地域生活支援事業については市町村の判断で実施するものも多く、25％以上の負担割合

でサービス提供を実施しています。 

今後はサービス利用申請者の増加に伴い、給付費の増加が見込まれることから、疾病予防の

ためのこころと体の健診の強化や、障害を残さないための予防的取組、重症化の予防や回復の

ための取組が重要となると考えます。町民及び関係者と連携した、乳幼児期からの早期支援体

制の確立、精神保健福祉活動の充実強化が必要となってきています。 

また、地域生活支援事業の中で、地域ボランティア活動と連動しながら、福祉サービスを充

実していく取組が必要となってきます。 

 

～ 介護等の日常生活支援 ～ 

 

  資料編  表 16  介護系サービス利用状況 

 

在宅生活をしながら介護サービスを受けている方は、特定疾病以外の身体障害者（児）15

人、知的障害者（児）17 人、精神障害者 3 人となっています。利用状況では、居宅介護、生

活介護の利用が増加傾向にあります。重度の対象者は、ショートステイ等を活用しながら、継

続的に家族が介護できるよう支援しています。 

自宅で介護困難な方は、療養介護 7 人、施設入所 20 人の方がサービスを受けています。利

用者の障害の種類は、身体障害者 12人、知的障害者 15人です。 
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  資料編  表 17  訓練系サービス利用状況 

 

日中の生活は、社会復帰や就労のために支援を受けて生活している方が増加し、主に知的障

害の方の利用が伸びています。 

 

  資料編  表 18  主な地域生活支援事業利用者 

 

町の実情に合わせて柔軟に実施する、地域生活支援事業が、平成 18 年に創設され、介護者

不在の時に利用する日中一時支援が 9人、うち児童が 4人利用しています。また、一人暮らし

の方は、移動支援を利用し買い物や美容院等に出掛けています。いずれも、在宅サービスの充

実のために、保護者や家族が不在の時に利用できるよう行っています。 

 

～ 権利擁護の問題 ～ 

日常生活自立支援事業は、判断能力の不十分な方々（知的障害者、精神障害者、認知症高齢

者など）を対象に、福祉サービス利用手続に関する相談・援助、日常的な金銭管理などを行う

制度です。 

近年、親族の死亡等で支援を必要な対象者は増加傾向にあります。今後は、ますます、親族

がなく、高齢化のため、金銭管理等も含め生活支援する人が必要とされる対象者が増加するこ

とが予測されます。日常生活自立支援事業をはじめ成年後見制度などの判断能力の不十分な

方々の権利を擁護する事業を知的障害者、精神障害者及びその家族に対し制度の普及を図り、

必要とする方の利用につなげていく必要があります。 

これまで、日常生活自立支援事業については、町社会福祉協議会や八戸市社会福祉協議会と

連携し、本人及び家族に説明し、進めてきましたが、今後とも、開始に当たっては、ケア会議

等を開催し、本人の状況を支援者が共通理解して経済的に安定し、他者から金銭や財産に関し

て脅かされることがないよう支援していく必要があります。 

今後は、申請手続可能な親族がいない方のためにも、地域生活支援事業の中で支援できるよ

う、体制を整備していくことが必要です。 

 

～ 障害者等に対する虐待の防止 ～ 

障害者虐待の防止、障害者の養育者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）が、

平成 24年 10月 1日から施行されました。障害者虐待対応相談窓口（障害者虐待防止センター）

の開設や虐待防止への対応をするための体制整備が必要とされています。特に措置後の施設受
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入先が必要になるため、連携中枢都市圏等での検討が必要です。 

 

～ 経済的な負担 ～ 

本人や家族に困っていることを尋ねると、経済的な負担を挙げることが多い状況です。 

中でも、年金保険料未納者が、障害をもつことで経済的に困窮している方については、就労

支援や生活保護等の担当者と連携しながら進めています。 

障害者総合支援法による本人負担は、非課税世帯は無料となり経済的な面でも、サービスを

利用しやすくなりました。障害者本人が、社会参加により経済的に自立した生活ができるよう

に、サービスを提供し、就労技術を向上させる支援が必要とされています。 

その他、経済的な負担を軽減するため、自立支援医療や重度心身障害者医療、補装具や日常

生活用具の給付制度、住宅改修費の助成制度などを周知し、利用促進に取り組んでいます。 

 

～ 社会参加・余暇活動の充実 ～ 

障害者がスポーツ・レクリエーション及び文化活動に参加することは、自立と社会参加を促

進するだけでなく、生きがいのある豊かな生活を送る上で大変重要です。また、障害者の健康

増進やリハビリテーションにも役立ち、地域社会の人々の障害者に対する理解を得る機会とし

ても極めて重要です。 

サービス提供事業所や障害者団体で主催する、スポーツや文化活動、レクリエーション活動

に積極的に参加することで、障害の種別、程度にかかわらず、誰もが気軽に参加できるような

機会を増やしていく必要があります。そのため、町の障害者団体の「手をつなぐ育成会」や「身

体障害者福祉会」の活動に補助をしています。 

 

～ 障害福祉分野 協働のまちづくり ～ 

○家族のネットワークづくりと町民に障害福祉理解の発信を 

幼児、児童、生徒の知的、発達障害児の保護者を中心とした「ほほえみくらぶ」は、子ども

の自立支援のための家族学習会から発展し、平成 20 年に自主活動を開始しました。主に高等

学校卒業前後の子どもを持つ保護者が参加し、社会参加の促進を目指し活動をしています。 

精神障害者の家族は、年 1回開催されていた精神障害者家族懇談会から発展した「精神障害

者家族学習会」に、年 6回、障害者家族が集い悩みを分かち合い、学習しました。参加者の共

通のテーマは、精神障害者の「親なき後の安心」であり、そのための家族支援について学習し

ていきます。 
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⑵ 今後の取組 

① 障害福祉サービス等の提供体制の整備 

○年齢、障害の種類、程度などにかかわらず、必要なサービスが受けられるよう、各種障害

福祉サービス提供事業所との連携体制を構築します。 

○障害者が、身近な地域で不自由のない快適な生活が送れるよう、地域活動支援センターと

連絡会を開催し、生活支援事業を推進します。 

○安定したサービス提供ができるように、給付費用の効果的活用を目指します。 

 

② 在宅福祉サービスの充実 

○障害者自立支援協議会を開催し、福祉サービス全般について、障害者団体、家族会等、事

業者と一緒に検討し、サービスの充実強化に努めます。 

○サービスの質の向上を図り、自立を促進するために、ケア会議を開催します。 

○相談支援事業やサービス等利用計画を作成し、障害者が、より充実した生活を目指せるよ

うに、効果的なサービスを提供します。 

○障害者を介護する家族支援から、家族学習会等で介護力の向上を目指します。また、家族

が主体的に活動できるように支援します。 

 

③ 権利擁護に関する対策の充実 

○町社会福祉協議会と連携し、日常生活自立支援事業の普及と利用促進に努めます。 

○必要な対象者に成年後見制度の普及と利用促進に努められるよう地域活動支援センター

を中心に実施について検討し体制を整備します。 

○障害者虐待防止対応の体制整備を推進し、緊急措置が必要な場合に対応できるよう 

関係機関と連携します。 

 

④ 経済的自立の支援 

○就労可能な障害者が就労するための支援体制整備に努めます。 

○障害者就業・生活支援センターみなと、ハローワーク、就労移行支援事業所等の連携によ

り、就労のための個別支援を充実します。 

○就労継続支援Ａ型・Ｂ型の利用により、一般就労や障害者雇用が困難な場合の就労のため

に支援を充実し就労技術の向上を目指し、工賃のアップに貢献できるように支援します。 

○障害者の所得保障のため、各種手当制度等の周知徹底に努めます。また、必要時、他の制

度担当者と連携できるように相談体制を整備します。 

○重度医療、自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）等の制度の周知と円滑な



18 

 

支給に努めます。 

○税の減免制度や各種サービス割引制度について周知を図ります。 

○障害者の社会参加や通院などに要する経済的負担を軽減するため、ＪＲやバス公共交通機

関の利用助成制度の普及を図ります。 

 

⑤ スポーツ・レクリエーション活動、文化活動の振興 

○町社会福祉協議会、地域活動支援センターと連携し、余暇、文化活動の場の提供をする一

環として、スポーツ交流会の開催等を提供します。また、障害者がスポーツに親しむ機会

を提供する障害者団体や家族会、スポーツ団体と連携します。 

○発表会や展示会の実施など、障害者による文化活動を支援するとともに、発表の場の確保

に努めます。 

 

 

２ 情報・相談・コミュニケーション環境の向上 

 

⑴ 現状と課題 

～ 情報の取得について ～ 

「障害をもつかたの福祉」を基本に新規として手帳取得時サービス内容を紹介しています。

度重なる制度改正に対しては、主に個別通知をして周知しており、広報やホームページへも掲

載しています。 

また、家族学習会や、知的・発達障害児支援者研修会、精神障害者支援者研修会を町全体や

各地区で開催することにより、障害者家族支援力や地域支援力を高めるために病気や障害の理

解に関する情報提供を進めてきました。 

これにより、早期相談や受診につながるようになってきましたが、支援につながりにくいケースも

あり、今後もより一層、具体的に専門家を交えて対面方式での情報を提供していく必要があります。 

 

～ 情報のバリアフリー化の推進について ～ 

聴覚障害はコミュニケーション支援として、手話通訳者や要約筆記者等の派遣は、地域生活

支援事業で実施しています。また、ホームページや電子メール、ＦＡＸ、インターネット、Ｓ

ＮＳなど、有効な情報収集・コミュニケーションの手段を把握して、個別に配慮し、情報のバ

リアフリー化を推進しています。 

視覚障害者は、音声や点字等で情報伝達できるように、今後も個別に情報伝達方法を把握し

ていきます。 
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～ 相談体制について ～ 

障害福祉の相談については、これまで多くの方が、町介護福祉課に相談してきましたが、障

害の状態により支援内容が多岐にわたり、精神障害や発達障害等、より専門的支援が必要とな

るケースもあります。そのため、サービス利用に至ったケースは、事業所の支援員に相談した

り、支援員からの声がけにより、安心できる生活を過ごしている方が増加してきました。この

ことで、再入院を予防したり、就労による経済的自立を目指せる方が増加してきました。 

また、複雑で総合的な相談については、地域活動支援センターの相談支援事業を活用するこ

とにより、未治療者の支援、住まい、経済的問題などを抱えているケースについては、広域的

視点で問題解決に当たる体制整備が可能になってきました。 

負債などの経済的問題からくる、精神的不安に関する相談については、消費生活相談の他、

法テラスや、信用生協の専門相談窓口が開設されたことにより減少してきています。 

また、町社会福祉協議会の心配ごと相談に弁護士による法律相談が開設されたことも、ここ

ろに不安のあった対象者の解決方法として非常に効果的で、新たなスタートを踏み出すことで、

重症化の予防につながってきています。 

精神障害者については、転入や単身のケースが増加傾向にあることから、その必要性は高

まってきています。また、発達障害者については、その支援内容に個別支援が必要になること

から、相談支援体制の充実が必要とされています。 

さらに、困難ケースについては、保健、医療、教育、福祉、経済、法律、消防、犯罪予防の

ための警察の支援等、総合的な支援が必要なこともあり、より効果的、効率的に相談ができる

よう町介護福祉課と関係機関が連携した支援体制が組めるように体制の整備をしていくこと

が重要となっています。 

既に障害福祉サービスや障害児通所サービス利用者については、平成 24 年度から特定相談

支援事業や障害児相談支援事業を有効活用しながら、相談支援の充実を図っています。 

当時者同士の相談場面として、精神障害者家族学習会や知的・発達障害児家族学習会から発

展した「ほほえみくらぶ」等の相談活動により、新たなサービスにつながり、本人及び家族の

回復力を高める支援に結びついてきています。 

また、「ほほえみくらぶ」は平成 20 年度知的・発達障害者家族学習会を重ね、平成 21年度

自主組織として立ち上げ、保護者を中心として子どもの自立支援のために自主活動を展開して

います。今後も、ペアレントトレーニングなどを学習し、さらに、当事者同士での支援力を高

めていく予定です。 
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⑵ 今後の取組 

① 情報収集・情報提供の充実 

○町で発行している障害福祉サービス「障害をもつかたの福祉」の内容を見直します。 

○サービス受給者などの対象者には、個別通知をします。 

○「広報はしかみ」等の広報紙、町のホームページを活用し、各種のサービス情報や施設情

報、団体情報、イベント情報など、保健、医療、福祉などに関する情報提供の充実を図り

ます。 

○支援者研修会等により民生委員や相談員に対して支援技術の向上を目指し情報提供します。 

○一般町民を対象に疾病や障害の理解に対する教室等の開催により、最新情報を提供します。 

 

② 相談体制の充実 

○窓口担当者の研修会参加等により、資質の向上を図り、利用者にとって身近で相談しやす

い窓口となるよう努めます。 

○外出が困難な障害者に対応するため、電話やＦＡＸ、電子メールによる相談のみならず、

訪問相談による支援を充実します。 

○地域活動支援センターや町社会福祉協議会と連携し、効果的相談支援の充実を図ります。

また、地域活動支援センター委託事業である住宅入居支援や成年後見制度利用支援なども

含めた相談支援事業の効果的な実施と内容の充実に努めます。 

○ケア会議を開催し、支援目標を共有して効果的事例対応に取り組みます。 

○計画相談支援給付事業を通じて、相談支援専門員による相談支援体制の充実を図ります。 

○ピアカウンセリング（障害者自身が他の障害者からの相談に応じ、助け合う方法）の実施

に関し、その必要性と実現の可能性も含めて地域活動支援センターなどと検討していきま

す。 

○障害者家族会の設立支援、活動支援に取り組みます。 

○障害者家族会等についての理解を深め、より多くの障害者の会への参加を促します。 

○障害者の閉じこもり予防のため、交流の場について検討し、社会参加を促します。 

○民生委員・児童委員との連携を深めるため、意見交換及び情報の共有化を進めます。 

 

③ 情報バリアフリー化の推進 

○手話通訳者や要約筆記者の派遣（地域生活支援事業）を行い、障害者のコミュニケーショ

ンを支援し、社会参加を促進します。 

○点訳、朗読、手話、要約筆記等のボランティアの養成・派遣を促進し、障害者のコミュニ

ケーションを支援します。 
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３ 雇用・就労の拡充 

 

⑴ 現状と課題 

障害者が社会的に自立し地域で安定した生活を送るためには、経済基盤を整えるため、職業

に就くことが必要です。障害者の多くは収入の少なさに対する悩みや不安を抱えています。ま

た、特に知的障害や精神障害者は、働く意欲があっても働く場が少ないことで悩みや不安を

持っており、障害者を取り巻く経済・雇用環境は厳しい状況となっています。障害福祉サービ

スにおける福祉的就労の場は増えています。八戸公共職業安定所管内における令和 2年度の障

害者の実雇用率(※実雇用者数に占める障害者の割合)は 2.24％であり、法定雇用率(平成 30

年 4月～令和 3年 2月 2.2％、令和 3年 3月～2.3％)を若干下回る状況です。そのため、一般

就労が困難な方にとって福祉的就労の場が自立した生活や社会参加の場として重要な位置と

して担っています。 

また、平成 25年 4月 1日より国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に

関する法律が施行され、物品等を障害者就労施設等から調達するよう努めることとされていま

す。今後も、本町においても障害者就労施設等から物品等を受注していくよう努めていきます。 

 

～ 雇用の場の確保 ～ 

八戸公共職業安定所管内における令和 2 年度の障害者の実雇用者数は 1043.0 人と前年度に

比べ 8.5人減少しており、実雇用率も法定雇用率を若干下回っています。そのため、障害者が

就労し職場定着し安心した生活を送れるよう、関係機関とも連携を図りながら雇用の場の確保

や促進するための企業等への支援のほか、就労意欲のある方への相談支援体制の構築を図って

いく必要があります。 

   

⑵ 今後の取組 

① 雇用の場の確保 

○障害者を雇用する場を確保するために町内企業との協力や連携を深めるとともに企業に

おける障害の理解や雇用を促進します。 

○関係機関と連携し一般企業と障害者とのマッチングを図り、障害者雇用に関する情報提供

や相談支援機関等について情報提供の普及に努めます。 

○就労意欲のある方の就労相談や就労へ結びつけられるよう相談支援体制の構築を図って

いきます。 
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② 職業能力の開発・育成 

○就労へ関する障害者のニーズや特性を把握しながら就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練を受けられるよう、障害福祉サービスに関する情報提供や支給決定を行

います。 

 

③ 就労環境の改善と定着促進 

○八戸公共職業安定所や商工会等と連携し、事業所に対して職場環境の改善を啓発するとと

もに、障害者の就労後の悩みに関する相談に応じ、就労定着支援に努めます。 

○職場定着率を高めていくために関係機関とも連携し必要な制度を活用していけるよう努

めます。 

○青森障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター等との連携により職場定着支援

や生活支援を行い、就労の継続を目指します。 

 

④ 福祉的就労の場の確保 

○日中活動の場を確保するため、障害福祉サービスにおける就労移行支援、就労継続支援等

のサービス提供を関係機関と連携を図りながら努めます。 

○国等による障害者就労施設等からの物品等の推進等に関する法律に基づき、障害者就労施

設等からの物品等の受注機会の拡充に向け、関係機関と連携を図り努めていきます。 

 

 

４ 保健・医療の充実 

 

⑴ 現状と課題 

本町における障害者手帳交付者数は年々増加傾向となっています。等級別で比較した場合、

1級判定されている方が増加しており、障害の重度化が増加しています。障害の重度化を防ぐ

ために早期発見・早期治療、早期療育やリハビリテーションを受けることができる体制整備と

保健・福祉・教育の連携が必要です。難病においても指定難病・小児慢性特定疾病の拡充にお

ける医療費助成や難病患者の方々が障害福祉サービス等の対象となる国の制度改正などによ

りニーズが多様化してきています。そのため、障害のある方を取り巻く環境が大きく変わって

きている状況もあり、サービスの需要はこれまで以上に高くなっていくものと見込まれます。 

また、平成 24 年度から自殺対策緊急強化事業を活用し、こころの健康への関心を高めると

ともに、精神疾患等の予防に努めています。近年の本町における自殺者数は増減を繰り返して

いますが依然として自殺に至っている状況です。また、青年期～壮年期、高齢者の自殺者が多
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くみられ、関わりを必要としています。 

障害のある子どもについては、各ライフステージに応じた相談や支援を行う機関が変わるこ

とで一貫した支援が受けられない状況がみられます。 

 

⑵ 今後の取組 

① 健診の充実 

○各ライフステージに応じた健診の実施と受診率の向上に取り組みます。 

○乳幼児における疾病や障害の早期発見、早期治療、早期療育のため、医療機関との連携を

図り、妊婦健診、乳幼児健診の実施と受診率の向上に努めます。 

○成人に対して実施する特定健診及びがん検診受診率の向上に努め、疾病の早期発見に取り

組みます。 

 

② 保健活動の充実 

○妊娠時期から健康教育、健康相談、健康診査等の各種保健サービスを一層推進し、生活習

慣病及びそれに起因する障害の予防に努めます。 

○こころの健康への関心を強めていくために普及活動に努めます。また、保健師や精神保健

福祉士等の専門職による家庭訪問や相談支援を実施し、個別支援体制の強化に努めます。 

○医療機関や関係機関等との連携を図り相談支援体制を強化するとともに、困難ケースにつ

いては、保健所の精神保健相談や訪問相談の活用により疾病や障害の早期発見・早期治療

及び日常生活の支援に努めます。 

 

③ 医療、リハビリテーションの充実 

○障害者総合支援法に基づく自立支援医療費の支給制度の周知に継続して取り組みます。 

○障害福祉サービスの自立訓練（機能訓練）の提供体制をはじめ、医療機関等の関係機関と

の連携による一貫したリハビリテーション体制の体系的整備を検討していきます。 

○保健・医療・福祉が連携した情報ネットワークのさらなる充実に努めます。 

 

 

５ 教育・育成の充実 

 

⑴ 現状と課題 

～ 障害の早期発見 ～ 

障害をできるだけ早期に発見するため、医療機関、教育機関、行政の連携を密にして障害児
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個々の状況に応じた適切な指導・訓練・教育が行えるよう努めています。 

知的障害児については、乳幼児健診やその後の精密健康診査において把握しやすい状況に

なってきました。しかし、問題行動などが把握しにくいケースについては、保護者の訴えも少

なく、当日の健診のみでは、把握しきれない部分もあります。 

また、知的障害を伴わない、発達障害については、5歳前後での発見が可能といわれていま

すが、就学時健診結果をとらえ、療育指導している状況にあり、3歳児健診以後の転入者につ

いては、早期発見、早期支援の課題が残されている状況にありました。 

そこで、平成 23 年度からは、町すこやか健康課母子担当や保育所担当と連携し、重点的に

支援体制整備に取り組んでいます。現在は、乳幼児健診時及び健診後の相談支援体制を充実さ

せるため、サポートセンター虹から言語聴覚士の派遣依頼を行い、また、臨床心理士の協力も

得ながら、個別支援を強化しています。さらに、転入時の面談により、幼児の様子を聞き取り

ながら、継続支援につなげることができるよう努めており、療育支援を受けやすい体制を組み

始めました。今後は、この体制を更に充実強化し、保育担当者も参加しながら、障害児相談支

援事業等を活用し、効果的支援が受けられるように推進する必要があります。 

一方、早期発見が可能となっても、保護者や関係者の障害の理解がなければ支援が開始され

ない状況にあります。特に発達障害については、性格や、個性、しつけの問題と思われがちな

点があり、障害として受け止めにくい状況にあります。このような問題を克服するためにも、

児童相談所や医療機関と連携しながら、家族支援に取り組む必要があります。 

 

～ 教育相談、教育支援体制の整備 ～ 

インクルーシブ教育システム構築のために、障害のある幼児、児童、生徒が地域の小・中学

校にスムーズに受け入れられる体制を整えていく必要があります。 

町教育委員会と連携し、既に把握している就学前児童の教育については、個人検査を実施し、

教育支援委員会の専門部会や委員会で検討を重ね、一人一人の教育的ニーズに応じた支援の充

実を図ることが重要です。 

また、就学時健診の結果、新たに把握されたケースや在学中に把握されたケースについては、

次年度からの就学について検討しています。 

 

表 19  教育支援委員会検討件数 

 

～ 障害児に必要な教育、保育 ～ 

関係機関と連携し、障害児保育や特別支援学級、特別支援学校における支援を実施していま

す。また、特別支援学級や特別支援学校の教育と合わせて、福祉サービスの必要なケースは、
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施設入所支援や放課後等デイサービス、児童発達支援、日中一時支援を実施しています。 

 

～ 学校以外の教育の場、卒業後 ～ 

障害のある子どもに対する教育・育成においては、持っている能力を最大限に伸ばし、生き

る力を総合的に養うことが目標です。そのため、障害児の適正な就学はもちろんですが、学校

の放課後や長期休業時の活動の場、さらには生涯学習の場など、学校教育以外での多様な教育

の場を確保していくことも求められています。 

学校卒業後、障害者手帳保持者については、多くの対象者が、必要な教育や福祉サービスを

受けながら、社会参加して支援を受ける機会がありますが、特別支援教育を受けていても、手

帳等の申請のない対象者については把握が不十分な状況です。 

 

⑵ 今後の取組 

① 早期対応の充実 

○障害の早期発見から早期療育への迅速な対応を図り、障害児ができるだけ早い段階で適切

な措置を受けられるよう、町すこやか健康課母子担当や保育所担当、児童相談所等と連携

し障害児保育を充実します。 

○発達障害の早期発見が可能になるよう、保育園との連携や専門相談機関サポートセンター

夢、県発達障害者支援センター、医療機関等と連携してより効果的な支援体制の整備に努

めます。 

○早期療育が適切に実施されるように、指定相談支援事業者と連携して相談支援の充実、強

化を図ります。 

○知的・発達障害の保護者と支援者で組織されている「ほほえみくらぶ」の活動の紹介や会

員による相談の場を設定することで、保護者の障害に対する理解と対応力を高めます。 

 

② 教育相談、教育支援体制の充実 

○保育園、幼稚園への入園や進学に当たり、障害児とその保護者からの相談に応じます。 

○本人や保護者の意向を尊重しつつ、町教育委員会と連携を強化し、児童生徒の成長を促進

するためのより良い教育機関を選択できるように支援します。 

○障害に関する支援者研修会の開催等で、具体的な療育、教育相談、教育支援に関する広報

を充実します。また、障害児に関わる療育・教育相談や教育支援等のパンフレット等を配

布し周知に努めます。 
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③ 障害児保育・教育の充実 

○障害のある子どもが生まれ育った地域の保育所、幼稚園で保育が受けられるよう、障害児

保育事業と連携し、支援者の人員の確保や支援技術の情報提供に努めます。 

○保育園や町教育委員会と連携し障害に関する支援者研修会の開催などにより、支援技術を

高めるための情報提供をします。 

○学校施設のバリアフリー化は進められていますが、児童、生徒が安心して楽しく学校生活

が送れるよう、障害を配慮して、障害児の就学機会を拡充します。 

○障害児一人一人の状態に応じたきめ細かな対応ができるよう、関係機関や関係者との連携

を深め、発達段階に応じた個別の教育支援計画を立てることにより、障害者の教育を長期

的な視野から継続的に支援します。 

 

④ 生涯教育の体制づくり 

○放課後デイサービスなど、学校外での活動の場を確保し、社会参加を促進しながら障害児

教育を支援します。 

○学校教育を修了しても引き続き学習が続けられるよう、卒業時ケア会議を開催するなどに

より、教育的配慮に基づき地域生活できるように支援会議を検討し実施します。 

○町教育委員会を中心に、町すこやか健康課、学校現場や関係機関と連携を図り、生涯学習

環境を整えます。 

 

 

６ 生活環境の整備 

 

⑴ 現状と課題 

～ 生活環境のバリア ～ 

障害の有無にかかわらず、地域住民誰もが相互に尊重し支えあう共生社会を実現するために

は、「移動・交通手段の問題」「段差・道幅などの物理的障壁」を解決していく必要があります。

移動手段の確保や移動できる環境の整備を進めることによって、障害者は外出に対する抵抗感

が少なくなり、日常生活の行動範囲が飛躍的に拡大します。それは、障害をもつ方の積極的な

社会参加にもつながっていくことを意味します。そのため、障害の有無に関係なく、全ての人

が利用しやすい交通機関の導入、交通機関の円滑な連携などが必要となってきます。 

 

～ 住まいの確保 ～ 

障害のある人もない人も、誰もが住み慣れた地域の中で生活を営んでいくためには、生活の
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拠点となる住宅の確保が必要となります。その設備や立地条件は障害者、高齢者に関わらず、

社会から排除される可能性がある人たちに配慮されたものでなくてはならず、今後の町営住宅

の供給や整備においては、これらの点に配慮されたものとなるよう努める必要があります。障

害者の社会復帰に向けて、知的障害者をはじめとしたグループホームに対する要望が今後増え

てくることが予想されます。 

そのため、障害者が入所施設や入院生活から住み慣れた地域に戻り、安心して暮らし続ける

ことができるようにするため、グループホームなど居住の場の確保や利用支援に取り組む必要

があります。 

また、障害者総合支援法では、入院中の精神障害者の退院促進や、精神障害者の地域生活支

援が重要な目標となっており、精神障害者の地域移行に関わる支援が必要となっています。住

み慣れた地域で暮らせるように、病院や出身地域の自治体と協力し、適切な受入先を検討する

必要があります。 

 

～ 防災・防犯対策 ～ 

障害者が安心して地域で生活するためには、火災や地震等の災害が発生したときなどの非常

時において、情報の伝達や避難誘導等が迅速かつ的確に行われ、被災の影響を最小限にとどめ

ることが大切です。このため、町では平成 24 年度に要配慮者登録制度について要綱を定め、

要配慮者台帳管理システムを導入しました。これにより災害時に家族等の援助が困難な一人暮

らしの方や体に障害を持っている方々を対象とした台帳の整備をし、一人一人の個別避難支援

計画を作成しています。情報共有に同意した方々の名簿は、町の関係部署、消防本部、警察署、

民生委員児童委員、地域支援者や自主防災組織、町社会福祉協議会等と情報を共有し、平常時

はもとより、災害発生時においての安否確認、避難誘導及び避難後のケア等の安定した支援体

制を整えるために活用します。今後もより一層、町内会などの積極的な活用や自主防災組織の

育成・強化を図り、自助・共助・公助の精神の養成を図るとともに、地域の防災・減災ネット

ワークづくりを推進していくことが必要です。 

また、防災無線放送については、平成 23 年 5 月から防災無線電話応答サービスを開始し、

平成28年7月からはホームページにその内容を掲載開始、平成31年4月からはほっとスルメー

ルによる配信を行っています。 

○災害情報ネットワーク 

災害時に備え、障害者にも通報しやすいシステムの導入や災害情報ネットワークの整備等を

進め、その情報を提供する活動も進めます。八戸消防本部では、聴覚・言語障害者の方からの

緊急通報を受信できるシステム「NET119」を運用しています。今後、広く周知するため広報へ

の掲載、対象者への利用案内等の配布をします。 
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○避難所の運営 

避難所が開設された際には、障害特性に応じたコミュニケーション支援等や医療サービスの

提供システムを整備する必要があります。救急患者が発生した際に、救急車がすぐに駆けつけ

られない事態も想定されます。避難所においては障害者に配慮した居場所の確保や、状況に応

じた福祉避難所への移動体制を含め、消防との連携を考える必要があります。東日本大震災時

には、電話が不通になった際にも、通信方法が異なるメールは送受信できたというケースもあ

りました。被災地で取り残された人が、ツイッターなどインターネット上で情報発信や救援要

請をした事例もあります。今後はＩＴを活用し、緊急時の連絡体制の複数化を進めていきます。 

○福祉避難所（二次的避難所）の開設 

大規模災害時には福祉避難所の開設など、避難所において特性に応じた受入体制が必要です。

福祉避難所の確保については、平成 25年 4月 1日町内 13の社会福祉事業者と福祉避難所の確

保に関する協定を締結しました。階上町内で障害者の福祉避難所として協定を結んでいる障害

者の事業所は、2か所となっていますが、大規模災害時には、高齢者施設においても障害者の

受入ができるよう、協定により締結し体制を整えています。 

 

⑵ 今後の取組 

① 建築物等のバリアフリー化の促進 

○住宅改修に関する相談体制を整備し、住宅改修費の助成（地域生活支援事業）制度の利用

を促進します。 

○総合振興計画の見直しなど、町の環境整備を検討する場の中に、障害者をメンバーとして

加えることを検討します。 

 

② 公営住宅の整備促進 

○町営住宅の長寿命化計画に基づく計画的な維持改修を行うとともに、大規模な改修又は建

替えの際には、障害者専用住宅の整備を検討します。 

 

③ 移動・交通手段の充実 

○障害者の移動の円滑化を促進するため、バス、タクシー事業者に対し、障害者に対応した

低床バス､リフトバス､リフトタクシー等の導入を働きかけます。 

○社会参加を目的とした移動支援を実施します。(地域生活支援事業） 

 

④ 防災・防犯対策の推進 

○障害者自身による地域防災ネットワークへの積極的な参画を促します。障害者自身が参加
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することにより、自身の避難能力の向上と同時に、災害時に支援が必要な障害者情報も共

有化され、より効果的な防災対策となります。 

○個人情報の保護に十分配慮しながら、単身者や障害者世帯を中心に支援者が必要な障害者

の生活実態を把握します。また、要配慮者台帳管理システムを活用し、情報共有に同意し

た方々の名簿を関係機関と情報共有し、災害時における安否確認、避難誘導及び避難後の

ケア等の安定した支援体制を整えます。 

○避難場所や避難経路、災害の知識及び対処法についての啓発・広報として、広報紙のほか

に、地震ハザードマップ・津波避難地図の配布を行います。また、全戸に配布される広報

紙やパンフレット等に町の避難所情報等を掲載していきます。 

○福祉避難所は広域的利用が可能になり、その利用に関しては、近隣市町村と連携し迅速に

対応できるよう連携体制を推進します。 

○障害者やその家族が、緊急時に警察や消防署等関係機関に即時に通報できるよう、緊急連

絡網、ファックス 110番等、緊急通報・連絡体制を整備、充実します。 

○町内会の防災活動を一層充実させるとともに、自主防災組織の育成を積極的に推し進めて

いきます。防災情報を町と地域で共有化することで、自主防災組織、消防機関等と連携し

た防災ネットワークづくりを進めます。 

○地域で行われている見守り、パトロール活動を支援し、自主防犯組織の育成と地域安全運

動等安全なまちづくりに努めます。また、電話による詐欺等に対する注意を喚起するとと

もに、広報紙やパンフレット等により、犯罪情報の提供に努めます。 

 

７ 啓発・広報の充実 

 

⑴ 現状と課題 

～ 障害と障害をもつ方に対する理解の不足 ～ 

障害者が地域社会の一員として生活するためには、障害のある方もない方も、お互いに尊重

し合い、あらゆる差別のない地域社会を実現することが重要です。障害をもつ方が安心して自

立した生活を送るためには、地域住民の積極的な支援が必要ですが、障害者及び障害者施策に

ついて理解が十分とは言えない状況です。社会的に障害を理解している人は増えてきています

が、障害をもつ方が偏見や誤解をおそれ、地域の中で孤立している人がいることも考えられま

す。また、障害へ関心があったり、理解を深めたりしようとしても、関わり方が分からないと

いう方もいます。そのような障害をもつ方に対する偏見などをなくし、理解を促進するために、

広報活動が担う役割は、今後も大きく、広報・啓発活動を積極的に推進していく必要がありま
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す。 

 

～ 交流活動、福祉教育の充実 ～ 

障害者に対する理解や認識を深めるために、地域住民一人一人が関心を持ち、意識を改善し

ようと心掛ける必要があります。障害者と触れ合う機会がなければ、お互いのことを知る機会

もないため、福祉活動従事者などと協力し、共に生きることを推進していくことが重要になっ

てきます。 

 

～ ボランティア活動の推進 ～ 

地域の中で障害のある人と住民が交流する上で、ボランティアの役割が重要となります。ま

た、障害者を対象としたボランティア活動の推進は、障害者にとって単に日常生活の必要が充

足されるというだけにとどまらず、お互いに精神的な豊かさをもたらすものとして極めて有意

義です。地域住民が各種のボランティア活動に参加することにより、障害者に対する理解や認

識を深めることができます。 

事前にボランティアの受入れについて、整備しておくことで、平時だけでなく、災害時にも

大きな役割を果たすことが期待できます。また、障害をもつ方自身がボランティア活動に参加

し、社会に貢献していくことにより、地域住民との交流を深めることにつながっていくことは

大きな意義があります。 

 

～ 企業者等に対する障害者理解の促進 ～ 

障害者の社会参加を促し、就労を促進するためには、就労先の事業主や一緒に働く従業員に

障害や障害者に対する理解をしてもらう必要があります。そのためには福祉活動従事者による

地域社会での情報発信も必要です。就労支援事業所と連携しながら、実習の受入先の確保や、

障害者の就業へ向けた取組を広報していきます。 

 

⑵ 今後の取組 

① 啓発・広報活動の推進 

○町の広報紙を利用した啓発・広報活動を継続的に行うとともに、啓発を目的としたポス

ターやパンフレット等の配布に努めます。障害のある人に対する理解を促進し、偏見や誤

解の防止に努めます。 

○地域の障害者福祉に関わる様々な団体や障害者団体との協働関係に基づいた事業実施に

ついても検討します。 

○全ての障害、障害者に対する理解はもちろん、特に理解が遅れていると考える精神障害、
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発達障害、内部障害等のある人に対しての地域の理解を浸透させていくための取組を実施

していきます。 

○企業の事業主や従業員に障害や障害者に対する理解をしてもらうために、実習の受入先の

確保や、障害者の就業へ向けた取組を広報していきます。 

 

② 福祉教育の充実 

○幼い頃から人権や社会福祉への関心を持ち、自ら考え、行動する力を養うため、幼児教育、

学校教育の中で一貫した福祉教育を推進します。 

○特別支援学級と通常学級の児童・生徒との日常的交流を基盤とした相互の理解を促すとと

もに、教科における交流教育を支援します。 

○現在、教育支援委員会において開催している教職員に対する特別支援教育の研修を更に充

実させ、保育所等を含め、障害児などの特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒に対す

る指導力の向上及び学習指導の改善、充実を図ります。 

○精神疾患の予防、治療、サポートをするために知識を深める活動を検討し、精神障害に対

する理解の促進に努めます。 

 

③ 交流活動と相互理解の促進 

○住民や民生委員等対象の講演会、研修会を開催します。 

○障害者家族会活動の中に、地域との交流会を増やします。 

○スポーツ交流会、学校の学習の場において、障害者との地域住民の交流の機会を増やしま

す。 

 

④ ボランティア活動の推進と障害者支援ネットワークづくり 

○ボランティア活動に関する広報を継続的に行い、ボランティア活動への参加を地域住民に

対して広く呼び掛けます。 

○ボランティア活動を支援するとともに、ボランティアを必要とする側と、活動する側の

コーディネートを行います。 

○ボランティアを対象に、障害に関する研修会を開催し、障害者支援の専門性を持ったボラ

ンティアの育成を目指します。 

○関係機関と連携し、ボランティアの支援ネットワークづくりを進めていきます。 

○各種団体によるボランティア活動を支援するとともに、障害者自身が参加するボランティ

ア活動も推進していきます。 
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第５章 障害福祉サービス等の提供 
 

１ 障害福祉計画の基本的視点 

 

⑴ 障害者の自己決定と自己選択の尊重 

共生社会の理念の下、障害の種類、程度を問わず、障害者が自らその居住する場所を選択し、

必要な障害福祉サービスなどの支援を受けながら、障害者の自立と社会参加の実現を図ってい

くことを基本として支援を推進します。 

 

⑵ 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス内容の充実 

障害者総合支援法により福祉サービスが障害の種類に関わらず共通に提供されることと

なっています。身体障害者、知的障害者、精神障害者に加えて、発達障害、高次脳機能障害、

難病患者に対するサービス内容の課題を踏まえ、充実に努めます。 

また、障害者の地域生活への移行、就労支援などの推進に当たっては、福祉サイドのみなら

ず、ハローワーク、特別支援学校等の行政機関、企業、医療機関との総合的な連携により、数

値目標の共有化、地域ネットワークの強化などを進めます。 

 

⑶ 地域社会の理解の促進 

サービス提供や基盤整備について、障害及び障害者に対する地域社会の理解を得ることもま

た重要です。本計画の作成に当たっては、障害者本人のみならず地域住民、企業など幅広く参

加を求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進めます。 
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２ 令和 5年度までに目指す数値目標の設定 

 

 

本計画の目的の１つは、障害者の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった課

題にいかに対応していくのかを明らかにすることです。そのため、それらの課題について、令

和 2 年度における実績を評価し、新たに令和 5 年度を目標年度として数値目標を以下のように

設定します。 

 

⑴ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

【令和 2年度までの状況】 

○令和 2年度までの数値目標 

・令和 2年度末までに平成 28年度末時点の入所者数 24人の 4％となる 1人を削減する。 

・令和 2 年度末までに平成 28 年度末の入所者数 24 人の 12％となる 3 人を地域生活へ移行す

る。 

○検証結果 

令和 2年度末入所者数 20人 

令和 2年度末入所者削減数 4人 

令和 2年度末地域生活移行者数 3人 

 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・令和 5年度末時点の施設入所者数を令和元年度末時点から 1.6％以上削減する。 

・令和 5年度末までに令和元年度末時点の施設入所者数の 6％以上を地域生活へ移行する。 

○数値目標 

・令和 5年度末までに令和元年度末時点の入所者数 20人の 5％となる 1人を削減する。 

・令和 5年度末までに令和元年度末の入所者数 20人の 10％となる 2人を地域生活へ移行する。 

 

⑵ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【令和 2年度までの状況】 

○令和 2年度までの数値目標 

・保健・医療・福祉関係者による協議の場の広域的な圏域での設置について検討します。 

○検証結果 
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令和 2年度までに保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 未設置 

 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・令和 5年度末の精神病床における 1年以上長期入院患者数を減少させる。 

・令和 5 年度における入院後 3 か月時点の退院率を 69％以上、入院後 6か月時点の退院率を

86％以上、入院後 1年時点の退院率を 92％以上とする。 

・令和 5 年度の精神病床からの退院後 1 年以内の地域における生活日数の平均を 316 日以上

とする。 

○数値目標 

・国の基本指針では、目標設定を県が所管することとなっているため、本町では目標を設定

せず、必要に応じて県等の関係機関に協力するものとします。 

 

⑶ 地域生活支援事業拠点等の整備 

【令和 2年度までの状況】 

○令和 2年度までの数値目標 

・令和 2年度までに地域生活支援拠点等の広域的な圏域での整備について検討します。 

○検証結果 

令和 2年度までに地域生活支援拠点等の整備 未整備 

 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・令和 5 年度末までに各市町村又は各圏域に 1 つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、

年 1回以上運用状況を検証・検討することを基本とする。 

○数値目標 

・令和 5年度末までに地域生活支援拠点等の広域的な圏域での整備について検討します。 

 

⑷ 福祉施設から一般就労への移行 

①一般就労への移行者数 

【令和 2年度までの状況】 

○令和 2年度までの数値目標 

・令和 2年度の一般就労移行者数を平成 28年度実績 4人の 1.5倍以上となる 6人とする。 

○検証結果 
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令和 2年度の一般就労移行者数 2人 

 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・令和 5年度中の一般就労移行者数を令和元年度の 1.27倍とする。 

・就労移行支援からの一般就労移行者数を令和元年度の 1.30倍以上とする。 

・就労継続支援Ａ型からの一般就労移行者数を令和元年度の 1.26倍以上とする。 

・就労継続支援Ｂ型からの一般就労移行者数を令和元年度の 1.23倍以上とする。 

○数値目標 

・令和 5年度中の一般就労移行者数を令和元年度実績 4 人の 1.75倍以上となる 7人とする。 

【内訳】 

・就労移行支援からの一般就労移行者数を令和元年度実績 3人の 1.33倍以上となる 4人と

する。 

・就労継続支援Ａ型からの一般就労移行者数を令和元年度実績 0人から 1人とする。 

・就労継続支援Ｂ型からの一般就労移行者数を令和元年度実績 1人の 2.00倍以上となる 2

人とする。 

 

②就労移行支援事業の利用者数 

【令和 2年度までの状況】 

○令和 2年度までの数値目標 

・令和 2 年度末の就労移行支援事業利用者数を平成 25 年度末実績 6人の 2 割以上増となる 8

人とする。 

○検証結果 

令和 2年度末の就労移行支援事業利用者数 2人 

 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・なし 

○数値目標 

・なし 

 

③就労移行支援事業所数 

【令和 2年度の状況】 
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○令和 2年度までの数値目標 

・令和 2年度末の就労移行支援事業所数を 1か所とする。 

○検証結果 

令和 2年度末の就労移行支援事業所数 0か所 

 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

 ・なし 

○数値目標 

 ・なし 

 

④就労定着支援利用者数【追加】 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・令和 5 年度における一般就労への移行者のうち就労定着支援事業を利用する者が 7 割以上

とする。 

○数値目標 

・令和 5 年度における就労定着支援利用者数を令和元年度一般就労移行者数 6 人の 7 割以上

となる 5人とする。 

 

⑤就労定着支援事業所数【追加】 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・就労定着支援事業所のうち就労定着率が 8割以上の事業所を全体の 7割以上とする。 

○数値目標 

・圏域内の就労定着支援事業所のうち就労定着率が 8 割以上の事業所が全体の 7 割以上とす

る。 

 

⑸ 障害児支援の提供体制の整備 

①児童発達支援センターの設置 

【令和 2年度までの状況】 

○令和 2年度までの数値目標 

・令和 2年度末時点の児童発達支援センター数を圏域内に 1か所以上設置する。 
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○検証結果 

令和 2年度末時点の児童発達支援センター数 3か所 

 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・令和 5 年度末までに児童発達支援センター数を各市町村または各圏域に 1 か所以上設置す

る。 

○数値目標 

・現在、児童発達支援センターが圏域内に 3か所設置されていることから現状維持とする。 

 

②保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 

【令和 2年度までの状況】 

○令和 2年度までの数値目標 

・令和 2年度末時点において町内で保育所等訪問支援を利用できる体制を継続する。 

○検証結果 

令和 2年度末時点の保育所等訪問支援事業所数 1か所 

 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・令和 5年度末までに全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

○数値目標 

・令和 5年度末において町内で保育所等訪問支援を利用できる体制を継続する。 

 

③主に重症心身障害児を支援する事業所の確保 

【令和 2年度までの状況】 

○令和 2年度までの数値目標 

・令和 2年度末時点の主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を園域内に 1か所

以上とする。 

・令和 2年度末時点の主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所を町内に 1

か所以上とする。 

○検証結果 

令和2年度末時点の主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所数 1か所 
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令和2年度末時点の主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所数 2か所 

 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・令和 5年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所を各市町村又は各圏域に少なくとも 1か所以上確保する。 

○数値目標 

・令和 5年度末において主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を園域内に 1か

所以上とする。 

・令和 5 年度末において主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所を園域

内に 1か所以上とする。 

 

④医療的ケア児支援の協議の場の設置 

【令和 2年度までの状況】 

○令和 2年度までの数値目標 

・令和 2年度末までに医療的ケア児支援の協議の場を圏域内に設置する。 

○検証結果 

令和 2年度末時点の医療的ケア児支援の協議の場 

（八戸圏域医療的ケア児支援検討会議） 

設置 

 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・令和 5年度末までに、各圏域及び各市町村において、医療的ケア児支援のため保健、医療、

障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための医療的ケア児支援の協議の場を

設置するとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する。 

○数値目標 

・現在、医療的ケア児支援の協議の場が圏域内に設置されていることから現状維持とする。 

・令和 5 年度末までに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを圏域内に少なくとも 1

人配置する。 

 

⑹ 相談支援体制の充実・強化等【追加】 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 
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・令和 5 年度末までに各市町村又は各圏域において総合的・専門的な相談支援の実施及び地

域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保する。 

○数値目標 

・令和 5 年度末までに相談支援専門員への支援や助言を行い人材育成に努める等、総合的・

専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の充実・強化を目指します。 

 

⑺ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築【追加】 

【令和 5年度までの数値目標】 

○国の基本指針 

・令和 5 年度末までに市町村において障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実

施する体制を構築する。 

○数値目標 

・令和 5 年度末までに各種研修への参加や障害者自立支援審査支払等システムの活用等、障

害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体制の構築を目指します。 
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３ 障害福祉サービス等の提供の考え方 

 

 

障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供については、次に掲げる基本的な考

え方に則して数値目標を設定し、計画的に整備していきます。 

 

●必要な訪問系サービスの充足 

必要な訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援）

の更なる充実を図るとともに、立ち後れている精神障害者などに対する必要な訪問系サービスの提供

を充実させます。 

 

●希望する障害者に提供する日中活動系サービスの充足 

希望する障害者に日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養

介護、短期入所）を充実させます。 

 

●グループホーム等の充実と施設入所・入院から地域生活への移行推進 

地域における居住の場としての共同生活援助（グループホーム）の充実を図るとともに、自立訓練

等の推進により、施設入所・入院から地域生活への移行を進めます。 

 

●福祉施設から一般就労への移行等の推進 

就労移行支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福祉施設に

おける雇用の場を拡大します。 

 

●相談支援の提供体制の確保 

障害者、とりわけ重度の障害者が地域において自立した日常生活や社会生活を営むためには、障害

福祉サービスの提供体制の確保とともに、こうしたサービスを適切に利用できるようにするための相

談支援体制の構築が不可欠です。地域の実情に応じ、中立・公平な立場で適切な相談支援が実施でき

る体制の整備を図ります。 
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４ 障害福祉サービス等の見込量と確保の方策 

 

障害福祉サービス（訪問系・日中活動系・居住系サービス）及び相談支援のサービス必要量

を次のように見込みました。 

 

⑴ 訪問系サービス 

 

  資料編  表 20  訪問系サービスの見込量（1か月当たり） 

 

＜現状及び課題＞ 

・令和 2 年度末の利用者の内訳は、居宅介護が 12 人、同行援護が 1 人です。1 人当たりの平均

利用時間は 11.9時間で、年々増加傾向にあります。 

・障害の種別でみると、居宅介護利用者は、身体障害者 7 人、知的障害者 2 人、精神障害者 3

人です。 

・他の介護を必要とする利用者は、生活介護サービスを利用しています。 

 

＜見込量確保の方策＞ 

・居宅介護 1人平均 11時間、同行援護 1人平均 13時間、行動援護 1人平均 4時間として算定。

利用人数は年間 1人増加としました。 

 

⑵ 日中活動系サービス 

 

表 21  日中活動系サービスの見込量（1か月当たり） 

 

＜現状及び課題＞ 

・令和元年度・令和 2年度の実績をみると、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型、就労定着

支援、療養介護は計画を上回る状況です。 

・就労継続支援Ｂ型が増加しています。就労移行支援事業を利用しましたが、一般就労に結びつ

かず就労継続支援Ｂ型に移行する場合が多いためです。 

・障害者雇用に移行できるような支援体制整備が必要です。 
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＜見込量確保の方策＞ 

・生活介護は、施設入所とともに利用している分が、施設入所者が減っていく見込みのため利用

者が減り、その分在宅の新規利用者を見込んだため人数を増加としました。 

・自立訓練（機能訓練）は新規利用者 1 人分、自立訓練（生活訓練）は新規利用者 2 人分を確保

しました。 

・就労移行支援は、横ばい傾向で推移しているため 3人で見込みました。 

・就労継続支援Ａ型は新規利用者年間 2人分を確保しました。 

・就労継続支援Ｂ型は、増加傾向にあるため、新規利用者年間 5～7人分を確保しました。 

・療養介護は、新規利用者 0～1人分を見込みました。 

・短期入所(福祉型)は平均利用日数 6日として、新規利用者を考慮し、10人分の利用日数としま

した。短期入所（医療型）は、新規利用者１人を見込み、利用日数を 7日としました。 

 

⑶ 障害児通所サービス（児童福祉法一部改正による） 

 

  資料編  表 22  障害児通所支援の見込量（1か月当たり） 

 

＜現状及び課題＞ 

・令和元年度・令和 2年度の児童発達支援及び放課後等デイサービスの実績をみると、計画を下

回る状況です。 

・医療型児童発達支援については、令和 2年度は 2人の方が利用しています。 

・令和 2年度における児童発達支援の新規申請者 4人の内訳は、身体障害児 1人、療育支援が必要な

児童 3人でした。放課後等デイサービスの新規申請者 4人の内訳は、身体障害児 1人、知的障害児

1人、療育支援が必要な児童は 2人でした。 

・障害児通所支援施設や保育所等、教育委員会と連携し、障害の早期発見・早期療育のための体制整

備が必要となります。 

 

＜見込量確保の方策＞ 

・児童発達支援については、利用者 1人に対して 15日分を確保しました。 

・町内にある児童発達支援事業所及び八戸市内の児童発達支援センターとの連携を深めて、更なる

サービスの充実を図ります。 

・放課後等デイサービスについては、今後も発達障害児の利用者の増加が見込まれるため、新規 5

人分を確保しました。 
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⑷ 居住系サービス 

 

  資料編  表 23  居住系サービスの見込量（1か月当たり） 

 

＜現状及び課題＞ 

・平成 25年度に障害者総合支援法が施行され、平成 26年度より住宅でのケアが柔軟にできるよ

う共同生活介護が共同生活援助へ一元化されました。このことに伴い施設入所者や精神障害者

の長期入院患者の退院促進を考え、円滑に地域生活へ移行が図られるようサービス提供し取り

組んでいく必要があります。また、発達障害等における問題行動を持つケースに対する支援体

制も課題となります。 

 

＜見込量確保の方策＞ 

・特別支援学校や児童入所施設と連携し、 15歳以上の入居・入所支援が円滑に行えるよう取り

組みます。 

・入所支援が必要なケースは継続入所できるよう、また発達障害者の支援方法について関係者間

で研究的に関わります。 

・障害者が地域社会における共生を実現するために施設の整備や生活の拠点となる住まいの確保

を支援します。 

 

⑸ 相談支援（児童福祉法分を含む） 

 

  資料編  表 24  相談支援の見込量（1か月当たり） 

 

 ＜現状及び課題＞ 

・平成 26年度・平成 27年度の「強度行動障害者支援体制構築事業」は終了しましたが、相談支

援事業所と連携しながら療育支援体制の構築を図っています。 

・令和 2 年度末の障害福祉サービス利用者 137 人、又は障害児通所サービス利用者 34 人に対し

て、計画相談支援又は障害児相談支援の支給決定を行い、特定相談支援事業所・障害児相談支

援事業所と連携し、専門的な相談体制の構築を図っています。 

 

＜見込量確保の方策＞ 

○特定相談支援事業 
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・サービス利用支援及び継続サービス利用支援の利用予定者に新規利用者 1人分を確保しまし

た。 

○地域移行支援事業 

・障害者支援施設等の入所者及び入院中の精神障害者の住居の確保、地域生活に移行するため

の活動に関する相談等を行うサービスになり、主に精神障害者の地域生活の移行分を見込み

ました。 

○地域定着支援事業 

・居住において単身で生活する障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急訪問、緊急対応

等を行うサービスで、地域支援体制強化が必要なケース分を見込みました。 

○障害児相談支援事業（児童福祉法第 6 条の 2） 

・障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助の利用予定者に新規利用者 1人分を確保し

ました。 

 

 

５ 地域生活支援事業の見込量と確保の方策 

 

 

地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき、障害者や障害児が自立した日常生活また

は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた事業を実施します。 

実施事業は、相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、

地域活動支援センター事業、成年後見制度利用支援事業から構成されます。また、法令により

必須とされている事業のほか、町が独自の判断により任意に必要な事業を実施することができ

ます。 

 

  資料編  表 25  地域生活支援事業 

 

⑴ 必須事業 

① 相談支援事業 

＜現状及び課題＞ 

・相談支援事業を効果的に運営するため、関係機関によるネットワークを構築し、障害者及び

障害児が地域で生活していくための課題等を協議しています。困難ケースについては、個別

支援会議を開催し、地域活動支援センターと連携し支援を行っています。また、保護者の高

齢化に伴い、金銭管理が課題となる障害者へ権利擁護事業や成年後見制度の利用を念頭に入
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れた支援が必要とされるケースも増加しています。そうした中からも地域活動支援センター

との連携を強化しながら効果的で効率的な支援を目指し関係機関との役割分担及び支援して

いく必要性があります。 

 

＜事業の内容と見込量確保の方策＞ 

・困難ケースへの対応について関係機関との連携を図り支援していくとともにネットワークの

構築を更に強化していきます。 

・精神障害に関する相談は、病状が安定しても困難な成果上の問題を抱えているケースが多く

十分に対応できない状況があり、知的・発達障害者支援、乳幼児、学童の支援についても後

手に回り不十分な状況となるために密な連携を図り取り組んでいきます。 

・相談支援の強化として、障害者やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、

権利擁護の必要な援助を行うことを通じて障害者が自立した地域生活を営めるよう支援しま

す。 

・知的障害や精神障害等によって物事を判断する能力が難しく、かつ身寄りがない障害者へ権

利擁護事業や成年後見制度の利用を検討し支援していきます。 

 

② 意思疎通支援事業 

 

  資料編  表 26  意思疎通支援事業 

 

＜現状及び課題＞ 

・聴覚障害の方が、手話通訳者派遣事業を利用しています。 

・重度の視覚障害者 4人は、障害福祉サービスの同行援護を利用しています。 

 

＜事業の内容と見込量確保の方策＞ 

・聴覚・言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障

害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援と

する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ります。 

・手話通訳者及び要約筆記者については、ろうあ協会に派遣を依頼することによりサービスを

確保します。 

・視覚障害者については、同行援護や移動支援、生活介護等の活用も合わせて支援します。 

 

③ 日常生活用具給付等事業 
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  資料編  表 27  日常生活用具給付等事業 

 

＜現状及び課題＞ 

・在宅の障害者に対し給付されるものです。介護保険が対象の方は介護保険のサービスを優先

して受けてもらっています。 

・がん疾患による、大腸や膀胱の内部障害のために排泄管理支援用具の中のストマが必要な方

が増加傾向にあります。町すこやか健康課健康増進担当と連携し、検診受診率を高め早期発

見、早期治療の重要性を周知する必要があります。 

・平成 25年度から難病患者が対象者に追加になったため、支給件数の増加が見込まれます。 

 

＜事業の内容と見込量確保の方策＞ 

・障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、そ

の福祉の増進に資することを目的としています。 

・対象者の身体状況を把握しながら、医療機関や介護保険サービス事業所と連携し、必要な日

常生活用具が効果的に提供され、使用することで自立が促進されるように検討しながら給付

します。 

 

④ 移動支援事業 

 

  資料編  表 28  移動支援事業 

 

＜現状及び課題＞ 

・利用状況は、平成 28年度より横ばいの状況となっています。 

・支援が必要な対象者の多くは、日中活動事業所の送迎サービスを利用しています。 

 

＜事業の内容と見込量確保の方策＞ 

・屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域におけ

る自立生活及び社会参加を促します。 

・利用希望者の状況に合わせて他のサービス利用ができないか等を検討し決定します。 

・送迎サービス実施事業者や民間サービス事業者と連携し、移動手段の紹介や確保に努めます。 

 

⑤ 地域活動支援センター事業 
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  資料編  表 29  地域活動支援センター事業 

 

＜現状及び課題＞ 

・障害者及び障害児を対象に創作的活動・生産活動の提供、地域との交流の促進等を行い、相

談支援や日中の活動の場として利用しています。平成 24 年 12 月より夢・相談センターと委

託契約を結び、4施設と委託しています。 

 

＜事業の内容と見込量確保の方策＞ 

・今後の地域活動支援センターの活動について、関係機関との連携を強化し障害特性に合わせ

た支援を提供できるよう働きかけていきます。また、適切な情報提供により利用者の確保と

事業の周知を図ります。 

 

⑵ 任意事業 

 

  資料編  表 30  任意事業 

 

＜現状及び課題＞ 

○訪問入浴サービス事業 

・在宅重度身体障害者を対象としています。平成 26 年度より、事業の利用希望者はありま

せん。 

○知的障害者職親委託制度事業 

・知的障害者の方が 1人利用しておりましたが、高齢により平成 28年 6月から障害福祉サー

ビスの利用開始となったため、事業の利用を終了しています。 

○日中一時支援事業 

・事業の利用者数は、増加傾向となっています。 

・仕事を持ちながら子育てする保護者の方が、放課後や休日に保護者不在のために利用して

います。また、行動障害を伴う発達障害者は、家族の介護疲れ予防のためにも利用してい

ます。 

 

＜事業の内容と見込量確保の方策＞ 

○訪問入浴サービス事業 

・地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを
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提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 

・事業運営については、民間事業者に委託することによりサービス提供を確保します。 

○知的障害者職親委託制度事業 

・知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意

を有する私人に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素

地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高め、知的障害者の福祉向上を図

ります。 

・今後も、事業に対する企業経営者等の理解、協力を促し、更なる職親の確保に努めます。 

○日中一時支援事業 

・障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日

常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。 
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第６章 計画の進行管理 
 

１ 関係機関、地域との連携 

 

 

障害者に関わる施策分野は福祉のみならず、保健、医療、教育、就労等、多岐にわたってい

るため、町介護福祉課が中心となる中で、これら町の関係各部門との連携を図りながら計画を

推進していきます。また、障害者施策については、就労をはじめとして国や県の制度に関わる

分野も多いことから、これら国、県の関係各機関との連携を図っていきます。 

さらに、サービス提供や基盤整備については、サービスを利用する障害者のニーズを適切に

把握し、その意向を反映することはもちろんですが、障害及び障害者に対する地域社会の理解

を得ることもまた、重要です。障害者、障害者団体や町社会福祉協議会、医師会、ボランティ

ア団体、民生委員・児童委員等の連携をはじめ、施設の広域利用などについては近隣市町村と

も連携を図りながら、十分なサービス提供に努めます。中でも、本計画の大きな課題である障

害者の地域生活への移行、就労支援等の推進に当たっては、福祉サイドのみならず、雇用、教

育、医療といった分野を超えた総合的な取組が不可欠です。ハローワーク、特別支援学校等の

行政機関、企業、医療機関といった関連する機関と数値目標を共有化し、地域ネットワークを

強化しながら進めていきます。 

 

 

２ 人材の育成・確保 

 

○専門職の育成 

障害者へのサービスに従事する人材にとって、病気や治療、障害のことを正しく理解し、障

害者の一人一人の現状を把握し支援することが重要です。障害者の生活状況や問題点を客観的

に把握し、効果的支援計画が立案実践できるように、福祉関係者、ボランティア等の更なる資

質の向上に努めます。 

そのために、ケア会議やケース検討会、支援者学習会、地域活動支援センター連絡会などを

開催します。また、効果的に開催できるようにスーパーバイザーや先進的に取り組む活動事例

などから学びを深め、効果的に支援できるようにモデル事業などを活用しながら展開します。 

さらに、障害者自立支援法の施行に伴い新設されることとなった相談支援専門員等の新たな

人材の養成にも積極的に取り組んでいきます。また、相談支援員に最新情報のもと支援できる
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ように更新研修等を受講するための体制整備を行います。 

 

○民生委員及び地域ボランティア等の連携 

障害者が地域で生活していくためには、地域の支援活動が必要です。地域関係者と連携する

とともに、研修会などの開催や情報提供に努めます。 

 

 

３ 計画の分析、達成状況の評価 

 

 

本計画の推進に当たっては、計画期間中の各年、町介護福祉課が中心となり計画の進行管理

をしていきます。 

また、「階上町障害者自立支援協議会」において、障害福祉計画及び障害児福祉計画における

各年度のサービス供給量のほか、地域生活への移行や一般就労への移行の達成状況をはじめと

した計画全般の進捗状況の把握、分析及び評価を行い、必要に応じて計画の変更や見直しを行っ

ていきます。 
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表 1  人口と世帯数の推移  （関連 5ページ） 

 

グラフ 1  人口と世帯数の推移  （関連 5ページ） 

 

各年度末現在                                        資料：住民基本台帳 

 

 

    （単位：人） 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

  総人口 13,844 13,648 13,498 13,342 13,122 

  男 6,934 6,868 6,782 6,693 6,598 

  女 6,910 6,780 6,716 6,649 6,524 

世帯数 5,898 5,902 5,929 5973 5,979 

1世帯当たりの人員数 2.35 2.31 2.28 2.23 2.19 

各年度末現在    資料：住民基本台帳 
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表 2  障害者数の推移  （関連 5ページ） 

    （単位：人） 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

身体障害者 

（身体障害者手帳所持者） 
617 634 667 700 692 

知的障害者 

（愛護手帳所持者） 
144 142 151 152 158 

精神障害者 

（精神障害者保健福祉手帳所持

者） 

125 142 146 154 173 

難病患者 

（特定疾患医療受給証所持者） 
75 64 69 77 81 

合計 961 982 1,033 1,083 1,104 

 

グラフ 2  階上町の障害者数  （関連 5ページ） 

 

各年度末現在                  資料：青森県障害者相談センター・三八地域県民局 

各年度末現在   資料：青森県障害者相談センター・三八地域県民局 
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グラフ 3  身体障害者数  （関連 5ページ） 

 

各年度末現在                                    資料：青森県障害者相談センター 

 

 

グラフ 4  身体障害者数  （関連 6ページ） 

 

各年度末現在                                    資料：青森県障害者相談センター 
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表 3  愛護手帳所持者数の推移  （関連 6ページ） 

   （単位：人） 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

A（重度） 

18歳未満 2 2 1 1 1 

18歳以上 46 44 43 42 42 

計 48 46 44 43 43 

B 

（中軽度） 

18歳未満 28 24 29 30 32 

18歳以上 68 72 78 79 83 

計 96 96 107 109 115 

合計 

18歳未満 30 26 30 31 33 

18歳以上 114 116 121 121 125 

計 144 142 151 152 158 

各年度末現在   資料：青森県障害者相談センター 

 

グラフ 5  程度別愛護手帳所持者数の推移  （関連 6ページ） 

 

各年度末現在         資料：青森県障害者相談センター 

 

 

 

 

 

 

各年度末現在                資料：青森県障害者相談センター 
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グラフ 6  精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移  （関連 6ページ） 

                              （単位：人） 

 

各年度末現在                            資料：階上町介護福祉課 

 

表 4  階上町における自殺者数と全国・青森県を比較  （関連 6ページ） 

           （単位：人） 

 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和 2年 

男性 4 4 2 0 1 

女性 1 2 0 1 1 

合計 5 6 2 1 2 

青森県 279 286 284 226 258 

全国 21,897 21,321 20,840 20,169 21,081 

資料：警察庁 自殺統計 

                                ：厚生労働省 自殺の統計 

                                ：地域における自殺の基礎資料 
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表 5  障害者の就学状況  （関連 7ページ） 

○特別支援学校の学校数、在学者数     

  
学校数 在学者数（人） 

（校） 幼稚部 小学部 中学部 高等部 計 

視覚障害 2 0  0 0  0  0 

聴覚障害 2 0  0  0  0  0 

知的障害 3 0  6 2 8  16 

肢体不自由 1 0  2 0 0  2 

病弱 0  0  0  0  0  0 

計 8 0 8 2 8 18 

令和 3年 5月 1日現在   資料：階上町教育委員会 

 
 

       

○特別支援学級の学級数、在学者数     

  

小学校 中学校 計 

学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 

（学級） （人） （学級） （人） （学級） （人） 

知的障害 5 25 3 10 8 35 

情緒障害 6 27 4 16 10 43 

肢体不自由 0 0 0 0 0 0 

難聴 0 0 1 1 1 1 

計 11 52 8 27 19 79 

令和 3年 5月 1日現在   資料：階上町教育委員会 

 
 

       

○通級による指導を受けている児童、生徒数  （単位：人）  

  小学校 中学校 計 

通級指導教室 6 0 6 

令和 3年 5月 1日現在   資料：階上町教育委員会 
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表 6  障害児通所サービス  （関連 7ページ） 

     

  平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

児童発達支援 

延利用者数（人） 17 20 31 44 63 

延利用日数（日） 238 125 321 630 834 

給付費（円） 2,699,794 1,241,523 3,219,133 6,824,316 9,331,418 

医療型 

児童発達支援 

延利用者数（人） 0 0 4 12 15 

延利用日数（日） 0 0 23 92 85 

給付費（円） 0 0 95,211 452,452 418,686 

放課後等 

デイサービス 

延利用者数（人） 393  438 354 326 353 

延利用日数（日） 4,275  4,548 3,991 4,169 4,373 

給付費（円） 41,516,776  42,98,155 36,644,483 39,456,853 40,619,309 

計 

延利用者数（人） 410 458 389 382 431 

延利用日数（日） 4,513 4,673 4,335 4,891 5,292 

給付費（円） 44,216,570 44,169,678 39,958,827 46,733,621 50,369,413 

障害児 

相談支援 

延利用者数（人） 67 65 51 64 77 

延利用日数（日） - - - - - 

給付費（円） 1,009,070 973,890 787,560 1,012,610 1,229,910 

措置費 

延利用者数（人） 0 0 0 0 0 

延利用日数（日） 0 0 0 0 0 

給付費（円） 0 0 0 0 0 

各年度末現在（各年 4月～翌 3月利用分）  資料：階上町介護福祉課 
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表 7  特別支援学校卒業後の就労等の社会参加状況  （関連 7ページ） 

   （単位：人） 

  平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 計 

就職 2 1 1 0 1 5 

就労移行支援 0 0   0 0  0 0 

就労継続支援 A型  0  1  0 0  1 2 

就労継続支援 B型 0 1  2 1  2 6 

生活介護  0  0 1  0 0 1 

療養介護 0 0 1 0 0 1 

計 2 3 5 1 4 15 

各年度末現在    資料：階上町介護福祉課 
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表 8  介護系（訪問系）  （関連 8ページ） 

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

居宅介護 

年間延利用者数（人） 138 104 141 150 153 

年間延利用日数（日） 817 751 1,572 1,377 1,498 

給付費（円） 3,077,816 2,813,890 7,713,020 7,940,307 8,038,350 

重度訪問 

介護 

年間延利用者数（人） 0 0 2 0 0 

年間延利用日数（日） 0 0 22 0 0 

給付費（円） 0 0 49,690 0 0 

行動援護 

年間延利用者数（人） 4 0 0 0 0 

年間延利用日数（日） 5 0 0 0 0 

給付費（円） 79,006 0 0 0 0 

短期入所 

年間延利用者数（人） 30 30 32 38 28 

年間延利用日数（日） 161 173 173 162 149 

給付費（円） 1,403,546 1,577,317 1,683,918 1,502,632 1,491,710 

同行援護 

年間延利用者数（人） 14 19 24 15 25 

年間延利用日数（日） 19 43 60 45 74 

給付費（円） 130,260 231,470 413,010 346,390 529,520 

各年度末現在（各年 4月～翌 3月利用分）                           資料：階上町介護福祉課 

グラフ 7  介護系（訪問系）  （関連 8ページ） 

 

 

 

 

 

 

各年度末現在                       資料：階上町介護福祉課 
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表 9  介護系（日中活動系）  （関連 8ページ） 

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

生活介護 

年間延利用者数（人） 556 594 547 574 540 

年間延利用日数（日） 9,937 10,135 9,390 9,379 9,753 

給付費（円） 102,314,670 106,225,742 103,950,919 111,494,180 110,168,720 

療養介護 

年間延利用者数（人） 60 67 81 87 84 

年間延利用日数（日） 1,813 2,008 2,157 2,416 2,552 

給付費（円） 14,127,160 15,695,090 17,627,339 21,050,973 21,880,514 

各年度末現在（各年 4月～翌 3月利用分）                            資料：階上町介護福祉課 

 

グラフ 8  介護系（日中活動系）  （関連 8ページ） 

 

 

 

 

 

 

各年度末現在                        資料：階上町介護福祉課 
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表 10  居住支援系  （関連 8ページ） 

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

施設入所支援 

年間延利用者数（人） 357 315 256 247 234 

年間延利用日数（日） 8,616 8,436 7,553 6,995 6,930 

給付費（円） 32,720,574 32,873,708 30,251,268 29,286,121 29,258,116 

共同生活援助 

年間延利用者数（人） 183 195 212 226 235 

年間延利用日数（日） 5,161 5,244 5,910 5,561 6,343 

給付費（円） 25,380,166 26,170,502 30,798,352 33,479,820 36,375,390 

各年度末現在（各年 4 月～翌 3 月利用分）                               資料：階上町介護福祉課 

 

グラフ 9  居住支援系  （関連 8ページ） 

 

 

 

 

 

 

各年度末現在                        資料：階上町介護福祉課 
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表 11  訓練系  （関連 8ページ） 

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

自立訓練 

年間延利用者数（人） 75 92 16 12 33 

年間延利用日数（日） 1,325 1,241 434 327 887 

給付費（円） 6,711,942 5,164,630 1,371,321 1,056,258 4,795,340 

就労移行支援 

年間延利用者数（人） 51 74 69 27 24 

年間延利用日数（日） 748 945 993 338 425 

給付費（円） 6,129,646 8,497,500 10,759,080 3,836,270 4,327,489 

就労継続支援 

A型 

年間延利用者数（人） 130 114 149 179 208 

年間延利用日数（日） 2,429 2,243 2,771 3,551 4,294 

給付費（円） 14,848,963 13,703,813 17,708,840 26,073,037 30,629,161 

就労継続支援 

B型 

年間延利用者数（人） 458 492 552 532 535 

年間延利用日数（日） 7,108 8,395 9,236 8,715 9,384 

給付費（円） 47,489,572 55,293,835 60,527,510 61,286,694 63,315,870 

各年度末現在（各年 4月～翌 3月利用分）                            資料：階上町介護福祉課 

 

グラフ 10  訓練系  （関連 9ページ） 

 

 

 

 

 

 

各年度末現在                        資料：階上町介護福祉課 



65 

 

グラフ 11  年間障害福祉サービス給付費  （関連 9ページ） 

 

 

 

 

 

 

各年度末現在                           資料：階上町介護福祉課 

 

表 12  補装具の給付件数  （関連 9ページ） 

    （単位：件） 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

障害者 
交付 20 23 15 23 24 

修理 14 24 22 30 29 

障害児 
交付 0 1 4 4 2 

修理 2 4 1 1 3 

計 36 52 42 58 58 

各年度末現在   資料：階上町介護福祉課 
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表 13  日常生活用具の給付件数  （関連 9ページ） 

   （単位：件） 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

介護・訓練 

支援用具 

障害者 0 2 0 4 2 

障害児 0 0 0 0 0 

自立生活 

支援用具 

障害者 2 3 2 3 1 

障害児 0 0 1 0 0 

在宅療養等 

支援用具 

障害者 1 2 3 1 0 

障害児 0 0 0 1 0 

情報・意思疎通 

支援用具 

障害者 5 6 4 5 0 

障害児 0 0 0 0 0 

排泄管理 

支援用具 

障害者 348 352 317 350 382 

障害児 0 0 0 0 0 

住宅改修費 障害者 0 0 0 0 0 

計 356 365 327 364 385 

各年度末現在   資料：階上町介護福祉課 

 

表 14  更生医療の給付件数  （関連 10ページ） 

    （単位：件） 

  平成28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

身体障害者 

更生医療給付 

一般 2 ７ 2 4 2 

心臓 5 6 11 10 7 

人工透析 38 55 47 56 41 

計 45 68 60 70 50 

各年度末現在   資料：階上町介護福祉課 
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表 15  町内サービス提供事業所  （関連 14ページ） 

   （単位：人） 

  
平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

8か所 8か所 9か所 9か所 9か所 

居宅介護 3 3 3 3 3 

重度訪問介護 3 3 3 3 3 

行動援護 2 2 2 2 2 

生活介護 2 2 2 2 2 

共同生活援助 1 1 2 2 2 

就労移行支援 1 0 0 0 0 

就労継続支援 A型 1 1 1 1 1 

就労継続支援 B型 3 3 3 3 3 

児童発達支援 1  1  1  1  1 

保育所等訪問支援  1 1 1 1 1 

放課後等デイサービス  5 5 5 5 5 

相談支援 2 2 1 1 1 

各年度末現在   資料：階上町介護福祉課 
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表 16  介護系サービス利用状況  （関連 14ページ） 

    （単位：人） 

  身体障害 知的障害 精神障害 

知的障

害・発達

障害疑い 

備考 

居宅介護 7   2 3 -   

生活介護 7   15 0 - 在宅分 

行動援護 0   0 0 -   

同行援護 1   0 0 -   

計 15   17 3 -   

療養介護 7   0 0 -   

施設入所支援 5   15 0 -   

計 12  15 0 -  

医療型児童発達支援 2  0 0 0  

児童発達支援 2   2 0 2   

放課後等デイサービス 1   17 0 6   

計 5   19 0 8   

短期入所 1  0  0 0  

令和 2年度末現在    資料：階上町介護福祉課 
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表 17  訓練系サービス利用状況  （関連 15ページ） 

   （単位：人） 

  身体障害 知的障害 精神障害 備考 

宿泊型自立訓練 0   0 1   

自立訓練（機能訓練） 0  0 1  

就労移行支援 0   1 1   

就労継続支援 A型 2   8 6   

就労継続支援 B型 6   28 10   

就労定着支援 0  1 1  

グループホーム 0   12 8   

合計 8   50 28   

令和 2年度末現在   資料：階上町介護福祉課 

 

表 18  主な地域生活支援事業利用者  （関連 15ページ） 

○主な地域生活支援事業利用者   （単位：人） 

  身体障害 知的障害 精神障害 備考 

日中一時支援 0 (4) 9 0 （）は児童 

移動支援 1   4 0   

訪問入浴 0   0 0   

合計 1 (4) 13 0   

令和 2年度末現在   資料：階上町介護福祉課 

 

表 19  教育支援委員会検討件数  （関連 24ページ） 

   （単位：人） 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

就学予定児 18 16 20 13 18 

小学校在籍児童 16 22 28 23 22 

中学校在籍生徒 1 0 2 4 6 

計 35 38 50 40 46 

各年度末現在   資料：階上町教育委員会 
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表 20  訪問系サービスの見込量（1か月当たり）  （関連 41ページ） 

            年度 

サービス名 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 
 

推計 
 

居宅介護 
利用者 （人） 13  13  10 12  13  13  15  16  17  

重度訪問介護 

同行援護 
見込量 （時間） (107) (114) (121) (129) (138) (147) 162  173  184  

行動援護 

重度障害者 

等包括支援 
実績 （時間） 124  111  116  167  141.5  155        

各年度末現在                  （ ）は第 5期計画における見込量      資料：階上町介護福祉課 
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表 21  日中活動系サービスの見込量（1か月当たり）  （関連 41ページ） 

            年度 

サービス名 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 推計 

生活介護 

利用者 （人） 39 41 40  40 41 40  43 44  45 

見込量 （人日分） (870) (866) (862) (908) (927) (943) 871 890 909 

実績 （人日分） 821 870 884  807 833 839        

自立訓練 

（機能訓練） 

利用者 （人） 0 0 0  0 0 0 1  1  1  

見込量 （人日分） (22) (22) (22) (22) (22) (22) 22 22 22 

実績 （人日分） 0 0 0  0 0 0        

自立訓練 

（生活訓練） 

利用者 （人） 3 1 0  0 0 1 2  2  2  

見込量 （人日分） (48) (48) (48) (44) (44) (44) 44 44 44 

実績 （人日分） 53 22 0  0 0 23        

就労移行支援 

利用者 （人） 3 2 9  3 1 2  3  3 3  

見込量 （人日分） (176) (198) (220) (132) (154) (176) 66 66 66 

実績 （人日分） 63 22 112  65 23 46        

就労継続支援 

A型 

利用者 （人） 12 9 9  14 16 16  20  22  24  

見込量 （人日分） (132) (154) (176) (242) (264) (286) 440 484 528 

実績 （人日分） 229 191 194  304 333 353        

就労継続支援 

B型 

利用者 （人） 32 34 38  43 43 44  51 56  62 

見込量 （人日分） (720) (760) (800) (740) (760) (780) 918 1,008 1,116 

実績 （人日分） 616 652 732  792 778 839        

就労定着支援 

利用者 （人）    0 0 2 2 2 2 

見込量 （人）    (1) (1) (1) 2 2 2 

実績 （人）    0 0 2       

療養介護 

利用者 （人） 5 5 6  7 7 7  8  8  9  

見込量 （人） (5) (5) (5) (6) (6) (6) 8 8 9 

実績 （人） 5 5 6 7 7 7       
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短期入所 

(福祉型) 

利用者 （人） 3 1 1  1 3 1  10  10  10  

見込量 （人日分） (60) (60) (60) (60) (60) (60) 60 60 60 

実績 （人日分） 21 14 31  14 18 14        

短期入所 

(医療型) 

利用者 （人） 0 0  0  0 0  0  1  1  1  

見込量 （人日分） (7)  (7) (7) (7)  (7) (7) 7 7 7 

実績 （人日分） 0 0 0 0 0 0       

各年度末現在                  （ ）内は第 5期計画における見込量    資料：階上町介護福祉課 
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表 22  障害児通所支援の見込量（1か月当たり）  （関連 42ページ） 

               年度               

サービス名 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 推計 

児童発達 

支援 

利用者 （人） 4 2 2 4  4  6  6  6  6  

見込量 （人日分） (100) (100) (100) (90)  (90)  (90)  90  90  90  

実績 （人日分） 70 22 13 46  47  76        

医療型 

児童発達 

支援 

利用者 （人）  0 0  0  1 1 2 2 2 2 

見込量 （人日分） (5) (5) (5) (0) (0) (0) 30 30 30 

実績 （人日分） 0  0  0  4 8 13   
 

    

放課後等

デイサー

ビス 

利用者 （人） 21 27 29  21 21 24 35 40 45 

見込量 （人日分） (400) (480) (560)  (495) (540) (585) 525 600 675 

実績 （人日分） 339 370 383  327 335 415   
 

    

保育所等 

訪問支援 

利用者 （人） 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

見込量 （人日分） (1) (1) (1) (1) (1) (1) 1 1 1 

実績 （人日分） 0 0 0 0 0 0       

居宅訪問

型児童 

発達支援 

利用者 （人）       0 0 0 0 0 0 

見込量 （人日分）       （0） （0） （0） 0 0 0 

実績 （人日分）       0 0 0       

各年度末現在 （ ）は第 5期計画における見込量 資料：階上町介護福祉課 

 

表 23  居住系サービスの見込量（1か月当たり）  （関連 43ページ） 

                年度 

サービス名 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 推計 

自立生活援助 利用者 （人）    0 0 0 1  1  1 

共同生活援助 利用者 （人） 14  16  16  19  19  20  22  24  26  

施設入所支援 利用者 （人） 23  24 23  20  20  20  20  20  19  

 各年度末現在                                        資料：階上町介護福祉課 
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表 24  相談支援の見込量（1か月当たり）  （関連 43ページ） 

               年度               

サービス名 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 推計 

計画相談 

支援 

利用者 （人） 31 28 25 30 34 39 40  41  42  

見込量 （人分） (122) (126) (130) (32) (31) (27) 40 41 42 

実績 （人分） 31 28 25 30 34 39       

地域移行 

支援 

利用者 （人） 0 0 0 0 0 0 1  1  1  

見込量 （人分） (1) (1) (1) (1) (1) (1) 1 1 1 

実績 （人分） 0 0 0 0 0 0       

地域定着 

支援 

利用者 （人） 0 0 0 0 0 0 1  1  1  

見込量 （人分） (1) (1) (1) (1) (1) (1) 1 1 1 

実績 （人分） 0 0 0 0 0 0       

障害児 

相談支援 

利用者 （人） 0 5 5 6 7 6 9  10  11  

見込量 （人分） (32) (37) (42) (8) (9) (10) 9 10 11 

実績 （人分） 0 5 5 6 7 6       

各年度末現在 （ ）は第 5期計画における見込量 資料：階上町介護福祉課 
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表 25  地域生活支援事業  （関連 44ページ） 

               年度      

事 業 所 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年   

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 推計   

１ 相談支援事業   

  

１）障害者相談 

  支援事業 
（ヶ所） 5 5 4 4 4 4 4 

 
4 4 

ぴあみなと、青明舎 

ハートステーション、 

夢・相談センター、 

  相談件数 （件） 646 626 532 622 461 592 500 500 500   

２）地域自立支援 

  協議会 
（回） 0 0 1 0 2 0 2 1 2 介護福祉課 

２ 市町村相談支援 

  機能強化事業 
（ヶ所） 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ぴあみなと、青明舎 

ハートステーション、 

夢・相談センター 

３ 住宅入居支援 

  事業 
（ヶ所） 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ぴあみなと、青明舎 

ハートステーション、 

夢・相談センター 

４ 成年後見制度 

  利用支援事業 
（ヶ所） 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ぴあみなと、青明舎 

ハートステーション、 

夢・相談センター 

資料：階上町介護福祉課 

 

表 26  意思疎通支援事業  （関連 45ページ） 

                    年度 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 推計 

手話通訳者・要約筆記者 

派遣事業 
（人） 2  0  0  0  0  3  1  1  1  

手話通訳者設置事業 （人） 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

         資料：階上町介護福祉課 
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表 27  日常生活用具給付等事業  （関連 46ページ） 

                    年度 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 推計 

①介護・訓練支援用具 

(件) 

1 0 2 1 4 2  2 2 2 

②自立生活支援用具 2 2 3 2 3 1  3 3 3 

③在宅療養等支援用具 0 1 2 2 2 0  2 2 2 

④情報・意思疎通支援用具 3 5 1 3 5 0  4 4 4 

⑤排泄管理支援用具 360 348 324 360 350 382  420 432 444 

⑥住宅改修費 0 0 1 1 1  0  1 
 

1 1 

資料：階上町介護福祉課 

 

表 28  移動支援事業  （関連 46ページ） 

                   年度 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 推計 

移動支援 

実利用者 （人） 3 6 5 5 5 5 5 5  5  

延利用時間 （時間） 122 148 147 155 191 46 180 180  180  

資料：階上町介護福祉課 

 

表 29  地域活動支援センター事業  （関連 47ページ） 

  

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 推計 

地域活動支援 

センター事業 

委託事業所 （ヶ所） 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

延利用者 （件） 7 6 62 47 385 383 
 

300 300 300 

資料：階上町介護福祉課 
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表 30  任意事業  （関連 47ページ） 

                    年度 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

2年 

令和

3年 

令和

4年 

令和

5年 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 推計 推計 推計 

訪問入浴サー

ビス事業 
実利用者 （人） 0 0 0  0 0 0  1  1  1  

知的障害者職

親委託 
実利用者 （人） 1 1 0  0 0 0  0  0  0  

日中一時支援

事業 

実利用者 （人） 8 6 6 6 6 9 15  15  15  

延利用回数 (回) 508 330 251  360 227 227  500  500  500  

資料：階上町介護福祉課 
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○階上町附属機関に関する条例 

(平成 22年 3月 12日条例第 2号) 

 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、法律その他別に定めがあるもののほか、地方自治法（昭和 22 年

法律第 67 号）第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づく附属機関のうち、条例で設置する

町長その他の執行機関の附属機関について、その設置、名称、担任する事項及び委員

の構成等に関し必要な事項を定めるものとする。  

(附属機関の組織等) 

第 2条 町長その他の執行機関に別表に掲げる附属機関を設置し、当該附属機関におい

て担任する事項、組織、委員の構成等、定数、任期等は、別表の当該各欄に掲げると

おりとする。  

(附属機関の長等) 

第 3条 会長、委員長又は本部長（以下「会長等」という。）及び副会長、副委員長又

は副本部長（以下「副会長等」という。）は、別表の会長等及び副会長等の選任方法

欄に掲げる選任方法により選任する。  

2 会長等は、当該附属機関の事務を総理し、当該附属機関を代表する。  

3 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたとき

は、その職務を代理する。  

4 会長等及び副会長等にともに事故があるとき、若しくはともに欠けたとき、又は副

会長等を置かない附属機関において当該附属機関の会長等に事故があるとき若しく

は欠けたときは、会長等があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。  

(任命) 

第 4条 委員は、別表の委員の構成等の欄に掲げる者のうちから町長その他の執行機関

が任命又は委嘱する。  

2 委員等に欠員を生じた場合の補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。  

(会議) 

第 5条  附属機関の会議は、必要に応じて会長等が招集する。ただし、附属機関設置

後最初の会議又は会長等及び副会長等が不在の場合その他特別の場合の会議は、必要

に応じて当該附属機関が属する町長その他の執行機関が招集する。  

2 会長等は、会議の議長となる。  

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。  

4 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決



79 

 

するところによる。  

(資料提出の要求等) 

第 6条 会長等は、必要があるときは、関係者に対し説明その他必要な協力を求めるこ

とができる。  

(臨時委員等の設置) 

第 7 条 附属機関に、特別の事項の審議、専門事項についての調査、検査及び資料の収

集又は助言等のため必要があるときは、臨時委員、専門委員又はアドバイザー（以下 

「臨時委員等」という。）を置くことができる。  

2 前項の臨時委員等は、当該附属機関の属する執行機関が任命する。  

(守秘義務) 

第 8条 委員及び臨時委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、また、同様とする。  

(委任) 

第 9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、当該附属

機関の属する執行機関が規則で定める。  

 

別表(第 2条、第 3条、第 4条関係)  

附属機

関の属

する執

行機関 

附属機

関 

担任する

事項 
組織 委員の構成等 定数 任期 

会長等

及び副

会長等

の選任

方法 

町長 階上町

障害者

自立支

援協議

会 

障害福祉

に関して

の必要な

調査及び

審議 

会長  

副会長  

委員 

指定相談支援事業者  

指定障害福祉サービス事業者  

保健、医療機関関係者  

教育、雇用、企業関係者  

障害者又はその家族、障害者

団体代表者  

学識経験を有する者等  

その他町長が必要と認めた者  

15人

以内 

2年 委 員 の

互選 
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階上町障害者自立支援協議会委員名簿 

 

 

任期：令和 3年 11月 24日～令和 5年 11月 23日まで 

関係機関種別 職  名 氏 名 備考 

医療関係者 小松内科医院長 小 松  修  

保健関係者 
三八地域県民局地域健康福祉部 

保健総室 健康増進課長 
鳥 谷 部 牧 子  

福祉関係者 
発達障害サポートセンター夢 

相談支援専門員 
山 田 賢 幸  

相談支援事業者 
地域生活支援センター青明舎 

センター長 
 森  富 茂 子  

障害福祉サービ

ス事業者 
心の里うぐいす 施設長 中 村 弘 子  

雇用関係 
八戸公共職業安定所 

専門援助部門 統括職業指導官 
笹 本  明  

民生委員 階上町民生委員児童委員協議会長 十 文 字 倉 男  

社会福祉協議会 階上町社会福祉協議会長 松 橋 竹 子 会長 

区長会 階上町区長会長 堰 合 勝 美 副会長 

支援団体 

家族学習会代表 沼 山 一 子  

ほほえみくらぶ代表 内 城 美 幸  
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階上町障害者プラン 

（階上町障害者計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画） 

令和４年１月 

発 行  階上町 

編 集  階上町 介護福祉課 

〒039-1201 青森県三戸郡階上町大字道仏字天当平１－８７ 

TEL 0178-88-2641 

FAX 0178-88-2117 
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